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◆橋尾泰博 委員長 失礼をいたします。それではただいまより、第８回鳥取市庁舎耐震改修等に

関する調査特別委員会を開会をいたします。きょう皆様方の御手元にきょうの会議のレジュメ、

それから文化財調査のペーパー、土壌汚染状況調査のペーパー、それから、これは会派「新」

と言っていいんですかね、「新」の方から出てまいりました提案書等でございます。御確認をい

ただきたいというふうに思います。それでは、審議に入ります前に、前回の第７回調査特別委

員会におきまして、伊藤委員の方から地方自治法における団体意思の決定に関する議会の権限

云々という御質問がございました。この点が宿題となっておりますので、まず、市の執行部の

方からこの質問に対する見解をお願いをしたいというふうに思います。前回、伊藤委員の方か

ら、ちょっと私、議事録持ってないんですが、この特別委員会におけるこの審議の内容につい

て、地方自治法における団体意思の決定、これが特別委員会で決定することがすべて団体の意

思になるのかどうなのか、そこら辺も含めて質問がありまして、市の執行部並びに議会事務局

に回答を求めたいということが宿題になっておったというふうに私は理解をしておるんですが、

伊藤委員そうだったでしょうか。もう一度確認の意味で。 

◆伊藤幾子 委員 前回の委員会のときに、結局、議会の議決は団体意思になるということで、そ

の住民投票の条例案がありましたよね。あれは議会で議決をしたので、当然、市の団体意思に

なるので、結果が出れば市がやるべきだということで、私は言ったんですよね。それで、それ

についての見解ですよ。どうしても、それなのに基本計画に匹敵するものを、まだ議会にやれ

というんだったら地方自治法にのっとって、どういう根拠なのかを示してくださいということ

を言ったんですよね。それで、この委員会ではなくて、議会事務局の方にもきょうの委員会の

方でその確認を取りたいので、そのことはお伝えくださいということは事務局にも言いました

し、この見解についても事務局の方にもお尋ねしますということは、この委員会ではなかった

んですけども、言ってありますので、そのつもりで来ましたので、ちょっと答えていただかな

いと、この後の議論にも関わってくることだなと思いますが。 

◆橋尾泰博 委員長 総務部とか、市庁舎整備局というのは、この件について検討はしておられん

のですか。今の段階。羽場総務部長。 

○羽場恭一 総務部長 はい。宿題だという認識を持っておりませんでしたもんで、これについて

は今の段階、何もお答えすべきものを持ちあわせておりませんが、基本的な考えといたしまし

ては、従来からお願いしておるとおりでして、まずは議会の方での御検討が優先するのではな

いかという考えでおるということでございまして、改めての私ども宿題という認識は持ってお

りませんでしたので、そういうことであれば、もう一度ちょっと精査というか、考えを整理い

たしませんと、即答はちょっと難しいかと思われます。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 じゃあ、次にお願いします、次の委員会のときに。はい、次の委員会のときに。

それと私は一応事務局に頼んで、そのように伝えといてくださいと言ったんですけど、伝わっ

てないということでよろしいですね。 



◆橋尾泰博 委員長 はい、それでは議会事務局の方、答弁をお願いします。 

○勝井節朗 市議会事務局次長 はい。議会事務局次長の勝井です。確かに地方議会の役割といた

しましては、団体意思の決定機能でありますとか、執行機関の監視、評価の機能というような

ことがございます。ただ、今回の特別委員会の設置ということにおきましては、前回の特別委

員会の報告の最終報告の中身が、まだ十分議論が尽くされていないというような最終報告が出

ておりまして、提言として、さらなる議会での中身の議論をお願いしたいというようなことで

ございました。それを受けまして、今回の特別委員会を設置していただいて、この住民投票の

条例案で出した中身というのをさらに議論を重ねていただくというようなことで、まずは特別

委員会の設置ということで設置されたというように、議会事務局としては考えておるところで

ございます。以上です。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございました。はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 私が確認をしたいのは、地方自治法で議会の議決がそのまま地方公共団体の意

思となる性格を持つというものが、条例の制定・改廃というのが上がっているんですよ。この

条例の制定及び改廃については、市当局が提案した場合、議会が提案した場合、どちらにおい

ても議会で議決をされれば、公共団体の地方公共団体の団体意思となるというふうに、逐条解

説では書かれているわけですよね。だから、住民投票で条例案がありましたね、１号議案は市

が決められた。２号議案は議会で検討したんだけれども、議会でどちらも議決をして住民投票

をしたわけなので、どちらになろうとも、これは市の団体意思になるから市がやるべき仕事じ

ゃないですかということを、そこが言いたかったので、特別委員会云々というところはちょっ

と私、聞いてないんですけど、そこを確認したいので、次の委員会のときで構いませんので、

どちらにも議会事務局と総務部の方よろしくお願いします。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。えらい連絡調整が行き届いてなくて、申しわ

けなく思っております。次回の委員会に回答いただくということで、この案件についてはこれ

で切らせていただきたいというふうに思います。それでは、きょうのレジュメの２番に移って

まいります。この市庁舎整備にかかる埋蔵文化財、現在砂利の駐車場を試掘をいたしておりま

す。それの中間報告ということで、きょう皆様方にペーパーをお配りをさせていただいており

ます。それでは文化財課長の方から御説明をお願いします。 

○林 佳史 文化財課長 はい。文化財課でございます。先ほど委員長からもございましたように、

中間報告ということでさせていただきたいと思います。６月の 11日から先週末まで約１カ月を

かけまして、トレンチを３本入れる予定のうちの１本、砂利の駐車場部分について終了をいた

しました。まず、改めてこの目的のところをちょっと確認をいたしますと、まずこの薬研堀が

どの程度の広がりがあったのかということを確認をする。そして、本調査が必要な範囲を決定

するということが目的でございます。まず、図、写真の方を見ていただけますでしょうか。ま

ず、この調査結果で、薬研堀のラインの変遷というものを書いております。上の方に点線の水

色のラインがございます。こちらが一番古い時代の薬研堀の型ということがわかりました。  

それで、その後で埋め立てをいたしまして、下の方の水色の点線のラインまで薬研堀が狭まっ

たということでございます。これが面的な変わり方ということでございます。それで、右側に



調査結果ということで書いてございます。まず、この層がどのように変遷していたかというこ

とを書いております。３面の遺構面を検出しております。まず第１面ということで、薬研堀の

一番深いライン、これを確認しております。約 2.5 メートルの深度でございます。そして、そ

の後で薬研堀を江戸時代に埋め立てて、埋め立てて狭めて、狭めたところには護岸の石積みが

確認をされています。これが２面目でございます。それで、その後さらに、江戸時代の末期か

ら近代の造成と思われる面が約 90センチのところから出ております。ですので、この写真の丸

の数字でいきますと、一番古いところが①の第１面、薬研堀の底、それから第２面ということ

で江戸時代に埋めた範囲。そして、③ということで江戸時代の末期から近代の建物跡というこ

とでこの３面が検出をされました。それで、このことによりまして本調査に今後、移ってくる

んでございますけども、まず砂利の駐車場全体に建物が整備されると仮定をいたします。ただ、

その全面を本調査をするということではございません。調査が必要なのは、いわゆる鳥取城の

成立で重要であります薬研堀、ここを確認すること。それから武家屋敷と町人町のこのライン

を確認することでございますので、薬研堀の内側、砂利駐車場の約半分を調査をすると、本調

査をするということになってございます。そうしますと、調査が必要な想定範囲ということで

約 480 平米ということになってまいります。それを一層ずつ、この 480 メートルを３回掘りま

す。３層掘ります。それから１層に要します単価というのが２万 6,000 円と、平米当たり２万

6,000 円ということになりますので、概算事業費といたしましては約 3,700 万円ということに

なってまいります。調査期間につきましては約６カ月かかるのではないかなというふうに考え

ております。以上です。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。ちょっとお伺いしたいんですけども、この１

面、古い時代の薬研堀、第２面、江戸時代に埋め立てた範囲、それから３面が江戸時代、近代

の薬研堀と、こういうふうな説明を受けたわけですけれども、これ、試掘の段階ですからまだ

はっきりしたことはわからんのでしょうけども、この時代的なものというのはわかるのかな、

この試掘で。ちょっとそこを教えてください。 

○林 佳史 文化財課長 はい。まず、この薬研堀、この一番古いラインがいつごろできたかとい

うことにつきましてはなかなか判然としない面がございます。そこにつきましても今後、調査

を進めるという現段階ではそういう段階でございます。それで、第２面、第３面につきまして

は、こちらの方にも、ペーパーにも示してありますように、それぞれ江戸時代でありますとか、

もう近代に近いというような時代はだいたい特定できるということでございます。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。今、林課長の方から報告を受けましたけども、

御質問等がある方はどうぞ。はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 この写真の部分をちょっと見させていただいているんですけども、試掘をされ

ているものよりも１番の第１面、古い時代の薬研堀というのは矢印がずっと下がった方になっ

ているんですけれども、これというのは、今の通路部分の方にも来るということですか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、林課長。 

○林 佳史 文化財課長 今、島谷議員がおっしゃられたとおりでして、今、駐車場と本庁舎の通

路部分、こちらの方も薬研堀の範囲ということでございます。 



◆橋尾泰博 委員長 はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 そうすれば、本調査のときにはそちらの方は調査する必要はないということで

すか、それとも調査する予定なのかという、ちょっと教えていただけますか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、林課長。 

○林 佳史 文化財課長 はい。本調査につきましては、新たに建造物を建てて、この遺構をもう、

こう撹拌するということでございますので、この通路部分にかけて新第２庁舎と言うんですか、

そちらの方が建設をされるような図面が出来てくれば、その通路部分に引っかかって本調査が

必要というふうになってまいります。それから、先ほどの説明では申し上げませんでしたけど

も、今、砂利の駐車場、それからアスファルトの駐車場、ここの間にも通路がございます。そ

れで、ここの通路というのが将来的にこのまま残るのか、それとも民家の方に新たな通路がで

きるのか、こちらによっても本調査の範囲というのは変わってくるということでございます。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 はい。わかりました。ということは、この本庁舎の方も耐震、免震するという

ことが出たら矢板なんか打つ場合があれば、その部分についても本調査にかかっていかなきゃ

いけないということですね。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、林課長。 

○林 佳史 文化財課長 はい。本庁舎の周辺部分、こちらにつきましては、この庁舎を建設する

際に、もう薬研堀部分がもうすべて破壊されております。ですから、免震をするにあたって本

調査をする必要はそこの部分についてはございません。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 はい。よくわかりました。それとあと１点なんですけれども、概算、この今の

この図面の中で本調査をするということになれば 3,700 万かかると、これ 20 億 8,000 万の中に

入ってない金額なんですけれども、それ全体が今、アスファルト部分を仮調査していますよね、

これ全体が本調査をかけていかなきゃいけないというふうになれば、だいたい想定として幾ら

ぐらいの事業費が必要になるか、教えてください。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、林課長。 

○林 佳史 文化財課長 はい。まず、この砂利の駐車場、それとアスファルトの駐車場、砂利の

駐車場が 40 台、アスファルトが 80台ということですので、１対２のだいたい割合になってい

るということでございます。試掘をまだトレンチ２、トレンチ３開けてございませんので、ま

だ薬研堀がどういうラインで流れていくかということがわからない時点でのお答えになろうか

と思いますが、同じように薬研堀がすっと通っていると仮定すれば、今お示ししている砂利の

駐車場の約２倍の金額がかかってくるのかなというふうに想定ができます。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 今、約２倍というのはアスファルト部分で、プラス約２倍ということですか、

ですから、言えばこれの 3,700 万の３倍、１億以上のお金がかかるということですか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、林課長。 

○林 佳史 文化財課長 試掘調査の結果によってはそういうことも想定をされます。 



◆橋尾泰博 委員長 はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 はい、わかりました、はい。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、そのほかありますか。それでは、文化財調査の中間報告を以上といた

したいと思います。続きまして、レジュメの３番でございます。土壌汚染状況調査業務につい

てということで、担当課の方から御報告をお願いをしたいと思います。どなたでしょう。はい、

市庁舎整備局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 はい。そうしましたら、担当の補佐の方から説明させていただきます。 

○竹内一敏 庁舎整備局長補佐 庁舎整備局、竹内です。よろしくお願いします。１枚、土壌汚染

状況調査業務についてというレジュメをお配りさせていただいております。６月８日の第３回

の特別委員会のときに土壌汚染調査実施について、調査概要について報告させていただきまし

たけども、この度７月 12日、先週の木曜日ですけども、土壌汚染状況調査の公募型指名競争入

札の公告を行いましたので、業者の選定等の日程等について報告させていただきます。この調

査は、土壌汚染対策法に基づく調査でございまして、以前にも報告させてもらいましたけども、

調査地点は２カ所、それから調査の対象物質というのは、ヒ素とフッ素、ホウ素の３種類でご

ざいます。それから、調査内容につきましては、１つは土地の履歴調査。履歴調査っていうの

は、この敷地内が過去どういうものがあったかどうかっていうのをまず調査いたします。それ

から２つ目に土壌調査ということで、これは 10 メートルのボーリングを行いまして土壌を採取

します。１メートルごとの土壌を分析するんですけども、土壌の溶出量調査というのと土壌の

含有量調査という２種類の調査を行うことになっております。委託業者の選定でございますけ

ども、今公告を行っていますけども、選定の要件としまして、まず土壌汚染対策法に基づく調

査でございますので、土壌汚染対策法に基づいて環境大臣が指定する調査機関というのがござ

いますので、まずはそれを、その調査機関であることを要件にしております。あと、鳥取市の

方に登録している事業者、それから市内に本店、営業所等がある事業者ということで、今公告

の方をさせていただいています。選定日程ですけども、入札の公告につきましては７月 12 日木

曜日に行いました。つきましてこの公告によりまして入札参加資格者を今募集していますので、

その資格確認書の提出期限を 23 日の月曜日ということにしております。それから、23 日の期

限を受けまして、今度検査契約課の方にその出された入札参加資格者の方への指名競争入札の

依頼の方を検査契約課の方で行っていだだきまして、入札を７月末日までに行う予定にしてお

ります。この応募業者の数等にもよりまして、その入札っていうのをいろいろ日にちとかも決

定していきますので、まだ７月末までということで日にちは決定しておりません。入札日は決

定しておりません。それから調査の完了期限は平成 24年９月 28日金曜日ということで、約２

ヶ月ということにしております。最終業務の管理期限は、９月 28日までなんですけども、先ほ

どありました上の３の②の土壌調査の方につきましては、調査の結果、最終報告は当然報告書

で上がってきますけども、概要等でもわかれば、また特別委員会さんの方にも報告をさせてい

ただこうというふうに思っております。以上でございます。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。ただ今、説明をいただきましたけども、御質

問等がある方。ございませんか、よろしいですか。それでは、土壌汚染状況調査業務について



終わらせていただきます。それから次に、レジュメの４番目でございます。山本浩三氏への調

査業務について議題といたしたいと思います。前回の特別委員会におきまして、２回目の山本

参考人を招致して各委員の皆さんから御質疑をいただきました。その中で委員長として、次の

ステップに入るためにはということで調査業務の範囲をどの程度にすればいいのかということ

で、各委員に御意見を 13日の正午までにペーパーによって提出をいただきたいというふうにお

願いをいたしておりました。伊藤委員の方からは、調査をする必要がないという明解なお答え

がありました。それから、先ほどもちょっと若干触れましたけれども、会派「新」の方からで

すね、このＡ３ですか、Ａ３の紙できょう特別委員会の方に御提案を申し上げたいという旨の

申し出が 13 日にございました。あとその他の委員の皆様からは御意見等はございませんでした。

そういう中で、きょうは、この御提案をいただいた「新」の方の方から、まず御提案をいただ

いて審議を進めさせていただきたいと思います。これはどなたから説明をいただけるんでしょ

うか。はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 前回の委員会の中で、次回での調査業務の範囲、あるいは再質問と言いますか、

再々質問等々を 13日までということであったんですけども、山本参考人には２回来ていただい

て、それぞれ業務の範囲であったり、あるいは単価であったり、いろんな工法であったり、そ

れぞれの委員から質問が出ました。これはそれをまとめた、会派としてまとめさしていただい

たものであります。ですから、部位、上から言いますと部位と言いますか、それぞれの庁舎、

それから面積、それから単価、それから金額、これにつきましては山本浩三氏から提案があっ

たものをそのまま、まとめたかたちで上げさせていただいて、合計の工事費等については 19

億 9,670 万円ということでありますし、問題はここの工事内容につきましてでありますけれど

も、これは各委員からの質問等々について、山本浩三参考人の方からそれぞれの質問について

の回答があったものをここに具体的に載させていただいておるわけであります。ですから、こ

ないだの前回の特別委員会で、範囲とか、そういったものについて、これは会派として、今こ

うして工事の内容ついてもまとめさしていただいたわけでありますし、下の注１、注２ついて

は、これは山本参考人の方から、事前に出ていたものをそのまま上げさしていただいているわ

けでありますので、これはそのままです。ですから、一応今後の協議って言いますか、この議

論につきましては、第三者機関の話があったわけでありますけれども、山本参考人にどこまで

ここの調査業務をお願いするのか、あるいはもうここまで来ているわけですから、具体的な工

事内容はもうだいたいわかりましたし、それから金額も、それから単価、あるいは面積につい

てもこの委員会の中でかなりの議論あったわけですから、もう第三者機関にこれを委ねてもい

いんではないかというふうに思って、この工事概要というかたちの中で提案させていただいて、

議論この委員会の中で議論していただければということで、きょう出させていただいたところ

です。以上です。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。今、上杉委員の方からご提案があったわけで

ございますけれども、ほかの委員の方で提案について、御意見等がございましたら、はい、伊

藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 はい。ちょっと確認をさせていただきます。13日の 12時までに山本氏への調



査業務の範囲、内容について御意見のある方はということで、私は先ほど委員長から紹介があ

りました山本氏への調査は必要ないということと、もう 1 つ書いたのは、専門家でもない議会

で、範囲や内容を決めることは不可能だということも書いて出しました。それで、12 時きわき

わに、私は出したんですけど、12 時の時点で私しか出してないっていうことを事務局の方から

聞きましたので、きょうこうやって会派「新」からね、出てきたということで、別に時間が過

ぎたからということでけちをつけるつもりはさらさらありませんが、先ほどの上杉委員の話を

聞いていると、要は山本さんには出す必要はないと、これはあくまでも第三者機関に出す上で

の提案だという理解で、まずいいってことですよね。わかりました。ちょっとそのことを言い

たかったので、じゃあ、その山本氏に対する調査についてということは、じゃあ、私の言った

こともちゃんと議題に上げて議論していただけるのかどうか委員長さんに、そこは確認をして

おきたいと思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。今、伊藤委員の方から、自分が意見書を出し

たときに、時間がかつかつだったけれども、私しか出てなかったというお話ですけれども、事

務局に確認をいたしました。そしたら、やっぱり伊藤委員と同じような時間帯に持ってこられ

たということでございますので、「新」の方からその午前中に出てきたということだけは確認を

取りました。それから、今私の意見も議題に載せていただきたいということの御提案もござい

ました。そこも含めて皆さんの御意見を賜りたいというふうに思っているわけですけれども、

正直私がこんなこと言っていいのかどうかわかりませんが、私は各委員の方からいろんなさま

ざまな意見が出て、それを集約していくんだろうというふうに思っておりましたけれども、現

実的に出てきたのが、「新」の会派の方からの意見提出ということでありましたので、よかれと

思って次のステップのことを考えて御提案はしたんですが、多くの会派の委員の方からの反応

がないということもありますので、ほんとに、今、上杉委員の方からは第三者機関に調査業務

を委託してはどうかという提案でございました。私は、こないだは山本参考人に調査業務を委

託することによって、もっと中身の議論が深まるのではないかという提案をさせていただいた

わけですけれども、この委員の方から出てきた意見が少ないということで、なかなか一本化す

るのもちょっとどうかなと、できるのかなということも内々考えて、感じを受けております。

そこで、各委員の皆さんから、さまざまな御意見を聞く中で、意見を集約をしていきたいと、

そういう思いで、皆様方に何か御意見はございませんかということで振ったということでござ

います。はい、上田委員。 

◆上田孝春 委員 はい。山本さんに対する質問というかたちで、こうして「新」の方から新たに

また出ておるわけですけど、私は、正直言って、この特別委員会で議論する中で、住民投票に

付した２号案に対する 20億の金額に対して、山本さんにその内容等々、基本的な考え方等々に

ついて、詳しく説明をいただきたいということで、２回にわたる山本さんを参考人招致して、

それぞれが質問項目も出して、そして、その質問項目に対して、考え方等々を山本さんから説

明を受けたわけです。そういった中で、２回の参考人招致をしたわけですけれども、それで、

今回「新」さんの方から、会派「新」の方から出ておる項目については、私は、これは基本計

画、基本設計をするところに、やはりその辺で議論をしていく内容ではないかなというふうに



私は思っております。ですから、山本さんというか、２号議案の 20 億の概算に対する説明等々

は、十分皆さんの聞きたいこと等々については説明を受けておるというふうに思っております。

そういった関係で、これ以上、山本さんの説明ということはいかがなもんかというふうに私は

思っております。そういったことで、20 億に対しての、やはり山本さんの２度にわたる参考人

招致の中で、私は住民投票に示した比較用検討表、これに対して、俗に３点セットと言われて

おりますけれども、これに対してはね、山本さんは２回の参考人招致の中で、十分比較検討に

示した内容は実施できるというふうなかたちで説明をしておるわけですからね、これ以上、山

本さんにどうのこうのという、私は必要ないというふうに思いますし、さらに、第三者機関に

その 20 億に対する調査というか、それを出してはという話がありますけどね、今まで住民投票

でしっかりと議会の案として、全会一致で示して出したものに対して、住民投票を行ったわけ

ですからね、それに対して、まだまだ十分、その 20 億に対する納得が得難いということで、２

回にわたる山本さんの参考人招致をして、その説明の中で、20 億でできるという山本さんは示

したわけでしょう。ですから、私は、これでやはりやるべきだというふうに思っておりますの

でね、改めて第三者機関にその 20 億に対する、20 億をね、内容について精査をするというこ

とは必要ないというふうに思っております。そんなことをするとね、やはり住民投票にかけた

こと自体がおかしくなってくるというふうに私は言わざるを得ないというふうに思うわけです。

ですから、20億がどうのこうのと、今、ここで議論する必要はないというふうに言ってもいい

と思うんです。20億に対してはできるというかたちで説明を受けたわけですし、それで、市民

に対しても 20億でやるというかたちで住民投票をして、住民投票の結果が、２号案が支持され

たわけですからね、やはりこれで、20億で住民投票に付したものができるか、できないかとい

う話ですからね、山本さんは十分できるというふうに説明があったわけですので、ですから、

むしろできないと言うんであれば、できないその理由を私はむしろ聞きたいというふうに思う

わけです。ですから、第三者機関に説明を、業務委託をするということは、私はするべきじゃ

ないというふうに申し上げておきたいというふうに思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 今回出したのは、山本参考人に改めて質問をする内容ではありません、さっき

申し上げたように。要するに、山本参考人の方から、工事内容についてこうですよということ

をまとめたものです。それから、新たな質問がなかった。ここに、クエスチョンマークという

ふうについては、これは山本参考人に問うべき話ではないのかもしれませんのでね。ですから、

山本さんが例えばその、どこだったっけ、その耐用年数であったり、そういったものについて

は、今後のそれこそ基本設計なり、あるいは実施設計の中で考えていく話ですから、それは特

に山本さんにこれはどうですかということではありませんし、具体的に言うと、山本参考人の

方から、我々の質問が出て、質問に答えられて、ですから、上田委員が言われるように、山本

参考人にこれ以上聞く話は恐らくないんではないかと。ですから、19億 9,670 万円ということ

と工事内容、それから単価、それから面積、その分については出ているわけです。ですからこ

れを、じゃ、具体的に山本事務所に、この設計を委託するかどうかという、具体的な次の話、

ステップになるわけでしてね。こないだの、これちょっと会議録もういっぺん戻してもらわな



いといけんと思うんですけれども、前回の委員会では、山本参考人の方から、山本事務所の方

から、それなりの範囲なり、具体的な積み上げというような議論もありましたけれども、それ

を踏まえて第三者機関にということで、この委員会での決定を見たというふうに、私はそうい

うふうに思っておりますからね。ですから、この議会でのその２号議案、山本事務所から出さ

せていただいて、それで本人さんを呼んでいろんな質問をする中で、面積、金額、それから工

事内容、その範囲がある程度固まったと。ですから、それを踏まえて、別にその 20億でできる

とかできんとかの問題ではなくして、これを第三者のどこかに、具体的に積み上げてもらった

らどうだろうかということです。ですから、できないとかいうことではない、こないだも山本

参考人は、どこの設計事務所もできますよという話になっているわけですから、まさにそうい

うことでありますから、もうここでも第三者機関に、これを積み上げてもらった方がいいんで

はないかということで提案させてもらったところです。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。そのほかございますか。はい、桑田委員。 

◆桑田達也 委員 はい。今、「新」さんの方から提出されましたこの概要書について、上杉委員

の方から重ねての説明がありましたので、私の方からは特にありませんけども、私もこの概要

書を見させていただいて、これ、新たな山本氏への質問ではないんだろうと。これまでの２回

の参考人招致の中で、山本氏のおっしゃるこの案について、その骨格部分というものが、これ

にあらわされているのであろうから、今、上田委員がおっしゃるように、これ以上、この山本

氏の参考人招致は、私も必要ないというふうに思います。それで、前回の委員会の最後だった

でしょうか、委員長の方からも問われましたので、私もそのときに、同じ内容を、あえてこれ

以上の、例えば計画案、この基本計画に諮るところまで山本氏にお願いをするのではなくて、

骨格という部分さえ決まれば、次のステップに移るべきであるということを申し上げておりま

すし、私は、速やかに、いずれにしても上田委員がおっしゃるように、確かに 20億でできると

いうふうにおっしゃったのは山本氏であるわけで、その山本氏のこの案をまさにこの委員会で、

それの正否を議論をし、そして第三者機関でそれを担保していただくということが大事なんだ

ろうと、次のステップとしてはですね、それがより多くの市民の皆さんにも御理解いただける

ことかと思いますので、私はその第三者機関にお任せをして、そしてこの概要についてきちっ

と精査をしていただければ、積み上げをしていただければ、それでよろしいのかというふうに

思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 ちょっと 20 億でできると言ったのは、山本氏という発言がありましたが、20

億ということで住民投票を、条例を決めてやったのはやっぱり議会だということは、くどいよ

うですけども、そこは言わせていただきます。それと、私は山本氏にさらに調査をする必要は

ないというのは先ほども言いましたけども、だからといって第三者機関に調査をしてもらうと

いう考えも毛頭ありません。なぜ議会がそこまでしないといけないのかということが、私には

いまだわかりません。本当にこれ議会の仕事なんだろうかと、住民の人がね、市民の人がやっ

ぱりこういう委員会のテレビ中継を見たりしてやっぱり堂々めぐりしてるなという声は、やっ

ぱり私の耳にも届いていますし、なんとか早く前に進めてっていう声もあるし、でも 20 億で本



当に出来るんかというね、そういう声は聞いたことないんですよね、私はね。やっぱり住民投

票で方向が決まった。だから、そこに向かってどうやってその実現をしていくかっていうこと

に力を入れて進めていってくれればいいと、そんな細かいことごちゃごちゃごちゃごちゃ言わ

ずに、とにかくその 20 億で、しかもその山本氏が出されてる案がありますけれども、それに何

から何までこだわらんでもいいっていうね、皆さん忘れているかもしれないけれども、その条

例案を最後まとめ合意をとるときに、市民の声を入れて必要な見直しをするっていうことは確

認済みなわけだから、何が何でもこのとおりにやらなきゃいけないっていう案でもないと私は

思っていますので、だから、なおさら議会でなんでこれ以上第三者機関に出すのに議会がかか

わらんといかんのだろうとか、すごくそういう疑問があるんですよね。そんなこという前にも

っと市の方にこの仕事をしなさいっていうふうに、この委員会で議論する、言うべきじゃない

のかなって私は思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。そのほかありますか。はい、房安委員。 

◆房安 光 副委員長 建物を建てるなり、改修するなり当然設計というものが必要になるわけで

して、その設計について発注者の側から条件をつける、与条件というふうに言ったりしますし、

あるいはその設計をするにおいての仕様書というのを、必ずこれは発注者がつくるわけでござ

いまして、それがないと設計にはもう基本設計にも入れませんので、それを今、議論している

んじゃないのかなというふうに私は感じております。それで、この「新」が出しました業務範

囲、工事概要でございますけれども、部位の 10、合計工事費の部分の一番下に設計管理費のこ

とを書いておるんですが、これ確か、私、クエスチョンつけたでないかなというふうに、今思

っているんですが、思い違いだったかもしれません。この点をちょっと前回も上田委員の方で

お答えをいただいたんでございますけれども、設計管理費用は告示 15 号で算定し、別途加算す

るのかという意味なんでございますけれども、これについて、上田委員の方からちょっとお話

がいただければというふうに思いますので、お願いできますでしょうか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上田委員、お願いします。 

◆上田孝春 委員 この件については前の委員会でも申し上げましたように、やはり別途できちっ

と耐震改修等々の、きちっと計画、そういったものをした上で、やっぱり別途で計上するもの

だというふうに私は先回申し上げさせていただいたとおりです。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、房安委員。 

◆房安 光 副委員長 住民投票における情報関連表の中に設計管理費込みで 20.8 億円という金

額が示されて住民投票になったわけでございますけれども、じゃあ、工事費は 20億なんだけれ

ども、8,000 万円の設計管理費用については未確定だという見解なんでしょうか。ちょっと確

認をさせていただきます。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上田委員。 

◆上田孝春 委員 はい。今は未確定です。それで、住民投票を出すまでの検討会で、検討会で比

較検討表に数字を入れないといけんというふうなことの中で、あそこで先回もお話をさせてい

ただきましたけれども、総工事費の約４％というふうなかたちで 8,000 万を入れていったわけ

ですけどもね、それで、あえてそのときに私は数字を示しましたけれども、それに対してやは



り 20億に対しても 8,000 万に対しても、やはりそこで、じゃ、これでいいじゃないかというか

たちで議会の議決を得たということをやはり私は重く受けとめていただきたいなというふうに

思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、房安委員。 

◆房安 光 副委員長 私は議会の議決もですけども、やっぱり市民の方に総額で 20億 8,000 万

という数字をお示ししたので、そちらの方が非常に重要な意味があるのかなと、そこに市民に

対する責任があるというふうに私は感じております。前回も申し上げましたけども、またちょ

っとしつこいんですけども、同じことを申し上げますが、これは何で私がそういうことを申し

上がるかというと、鳥取県の建築士事務所協会に依頼をして出した段階で、事務所協会は設計

管理費というのは示してなかったんでございますけれども、全員協議会の席の場で説明を受け

たときに、私が質問をいたしまして、確か４億 7,000 万ぐらいですかね、５億近い設計告示 15

号でそうなるということをお聞きしたもんですから 8,000 万とあまりに違うと、じゃ、それが

３億になっても４億になってもそれは 20 億以外の設計管理費ということで仕方がないんだよ

ということなのかどうかということを心配しているわけです。 

◆橋尾泰博 委員長 ちょっといいですか。ちょっと議事整理をさせていただきたいと思います。

今のですね、設計管理費については条例案を検討する検討会の方で、工事費 20億に対する４％

というようなかたちで検討会の方で合意をいたしました、結果として。この点については、議

員全員に承認をしたという責任っていうもんがあると思いますので、その点をまず含んでおい

ていただきたいと思います。実は、２日間山本参考人にお越しをいただいて、委員の皆さんか

らいろんな質問もいただきました。これについては、山本さんも一つ一つ誠意をもって御回答

をいただいたということ、これも委員全員が確認をしたいと思います。その中で、前回の委員

会の流れの中で、いつまでもこういう質疑応答をやっとってもなかなか次のステップにいけな

いということで、委員長として感じた 20億ではどうも皆さんができないという認識の委員の方

が非常に多いと、その中で 20億の積算を、山本氏に出していただいて、これはもう調査業務に

なりますから、おそらく委託業務としては 500 万、700 万の世界になるだろうというふうには

感覚的には思っておりますけども、そういうかたちでも 1 つの提案をして、次のステップにい

きたいなということを考えて御提案をしました。その結果として、多くの委員からは、これこ

ういう範囲でというようなという意見が出てこなかったということが現実、これもやっぱり皆

さん認識をしていただきたいと思います。言えば、私の、早とちりと言えば早とちりかもわか

りません。なんとかしなければという思いから出た提案でございますけれども、ただ１つ皆さ

ん方に申し上げたいのは、山本参考人にこの 20 億の概算の説明をしていただく中で、この３点

セットについてはできるということを２回にわたって山本参考人も明確に意思表示をしておら

れます。ただ、その中でやはり出てきましたのは、この既存の建物の体力、その他、地盤条件

によってこの概算値は変動するということが１つ、それからもう１つは、この設備に関してや

はり現場に直接入って専門家が、鳥取市の大規模改修等の計画も踏まえて検討しなければなら

んと。それによって、設備費の費用が変動してくる。それから、もう１点は、先ほど房安委員

の方からございました設計関連費用告示 15号、これに準拠したかたちで提案をしていただきた



い。この３つが３点セット以外で、これからも概算額が変動してくるということは、各委員も

御了解をされたと、受けとめられたというふうに思います。それで、きょう、「新」の皆さんの

方から提案をしていただいた文言、私も先ほどちょっと見させていただいたんですけども、質

問に対する回答を書いていただいております。これによって、だいたい免震改修、あるいは新

築工事、それから、半地下駐車場ふれあい広場、これについては山本氏がお答えになった回答

が書いてございます。その中で、先ほど上杉委員の方から提案がありましたクエスチョンのつ

いている部分を含めて、第三者機関で積算をしていただいたらというような文言があるわけで

すけれども、これを見ますと、上の方から行きますと、駐輪場の解体費は含んでおるんですか

とか、窓を２重サッシって言われたけど、ペアガラスではないのかとか、駐輪場はどこに再整

備をするんだとか、というようなそういうそのクエスチョンがついている項目が７、８つある

んではないでしょうか。そういうことは、私はこの基本設計に入ると言いますか、やはり鳥取

市の市庁舎整備局、それと設計を担当される業者の方、やはりこれら専門家同士で話を詰めて

いくことだろうというふうに思います。議会がそのガラスをペアガラスにするだ、どうのこう

のという、細かいところまでは、私は入る必要がないのではないのかなというふうな認識でお

ります。そういうことで、いろんな意見が出てくるというふうには理解はしておったんですけ

ども、私の思いとは違って、そういう具体的な意見が出てこなかった、私の提案は間違ってお

ったのかなという気持ちで今おるんですが、そこでいろんな委員の皆さんに、今後どういうふ

うに進めていくのがいいのかということで、御意見を聞いておるところでございます。はい。 

◆上杉栄一 委員 ちょっと誤解があったらと思うんですけども、あえて第三者機関というような

言い方をするから、ちょっと誤解があるのかなというふうに思うんですけれども、具体的に言

えば、前回の検討会のときのように、要するに第三者機関として県のそれこそ協会に、その積

上げた数字を出させたという、そういったものとは少し私は違うのかなというふうに思ってい

るんです。ですから、第三者機関については、具体的な金額が出て面積も出て、あるいは工事

の内容もある程度詰まってきたと、そうなれば、それはこの条件を付したかたちで、要するに、

基本計画というふうなところを第三者機関にもう委ねても良いんではないかということで、決

してこの 20 億で出来るか出来んかという、そういった議論はやるつもりはありません。ですか

ら、２回参考人が来られて具体的な内容、それから、今後実際調査をしてみなければ数字は変

わるということももちろんあるわけですけれども、ですから、これは山本参考人の 20億を精査

するために、第三者機関に委ねるというようなことではなくして、もう、山本参考人、山本事

務所から出ておる数字なり内容なり、それから範囲なりについてはある程度出て固まっている

わけですから、だから、基本計画的なものをある程度、大手のコンサルであったり、協会であ

ったり、そういったところに委ねるべきだということでの提案ですから、そのあたり少しちょ

っと誤解があったらと思いますけれども、私はそういう思いできょう提案させてもらったとこ

ろです。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。そのほかにありますか。上田委員。 

◆上田孝春 委員 今、上杉委員が言われるように、今まで議論してきたわけですからある程度の

方向性というか、考え方が出たというふうに私は思っております。ですから、今まで出たもの



を含みながら、住民投票で示した比較表、さらにはこの金額、面積、数字という、そういった

ものを示して、さらにはこの委員会においていろんな意見が出ておるわけですから、そういっ

た内容をまとめて、僕はもう、私自身もですよ、もう基本計画を、基本計画というものは、私

はプロポーザルでも、それで私は、誰かに一番良い提案をしていただくということであれば、

第三者機関でも、そこで委託をすればいいというように私は思っております。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。そのほかありますか。はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 ということは、ちょっと確認をしたいんですけども、もう市がやるべきだとい

うことで、この委員会は一致したって理解したらいいんですか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 この調査業務については、いわゆる第三者機関と言うか、第三者の要するにプ

ロにお願いする。これは具体的に言えば、もう執行部の中に入る。それから、山本事務所もこ

のキャッチボール中にこれはかかわっていく。そういったかたちの中で実際に、基本計画等々

立てるのは第三者と言うか、要するにプロの設計事務所になるかどうかは、コンサルになるか

わかりませんけれども、そちらの方の中で。ですから、この内容については例えば、この中で

業務内容等々については、これは、我々はそれこそ検討する事項ではありませんので、これは

執行部に、要するに箱物の中に何が入るかということについては、これは執行部サイドでのそ

れこそ検討事項だというふうに思っておりますから、全く議会が全部、我々委員会が今日は、

じゃ、それで全部終わりますよという話にはならんわけで、それなりの報告、あるいはその報

告を受けたかたちの中で議論はもちろんあるわけですから。ですから、第三者機関といった基

本計画等々については、やはりプロにお願いしないといけん。それは当り前の話であって、そ

れは執行部もその中にもちろん入らないといけんわけですし、それから、山本事務所もその中

でのキャッチボール、今までのいきさつがあるわけですから、入らなきゃならない。それを踏

まえて、それぞれの経過なりそれについては、議会、この委員会にはもちろん報告があるわけ

ですから、それは、我々は報告を受けて、そういった議論をして前に進むということですから、

議会が全く委員会がここで、我々の仕事が終わったということではないというふうに思ってお

ります。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 それはわかります。特別委員会の仕事がこれでおしまいというね、よく丸投げ、

丸投げってこう私が市がやるべきだと言ったら、そんな丸投げはと言われたけど、丸投げとい

うのは本当は自分たちがしなきゃならないことを誰かにさせるというのが丸投げであって、や

る必要のないことを丸投げとは言わないわけで。それで、結局、６月議会のときにいろんなか

たが質問されました、庁舎のことでね。やっぱり市の、市長みずからの態度が高みの見物とい

うか、そんな感じでしたよ。しばらくは議会でみたいなね。全然市当局としては、住民投票が

終わって、さあ、今度は耐震に向かって行くぞいうね、そういう姿勢になってない中で、ここ

でこうやって話をしたからって、はい、そうですかというふうになるのかしらという、すごく

その疑問が１つのあるのと、やっぱり１つ確認をしたいのは、いろいろ議論してきました、こ

れまでね、堂々めぐりと言いながらもやってきた。でも、それをやったおかげでやっぱりこれ



は議会のやるべきことではなかったなと、専門家ではない集団ではとてもできないなという認

識が持てたというふうに、理解していいのかなというふうに思いました。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。なかなか伊藤委員の方から厳しい御意見が出

てくるわけですけれども、我々特別委員会としてもやはり皆さんの認識は、やはり議会として

住民投票を市民の皆さんに提案をしたと、この責任というのは大変大きなものがございます。

その中で、今日までやってきました、山本参考人との質疑、これもやっぱり私は必要な日程で

あったというふうに思っております。それから、伊藤委員が言われるように、住民投票で市民

の皆さんが現本庁舎の耐震改修一部増築案を選択をされた。これは市民の意思でございます。

でありますから、我々議会としてもその市民の皆さんの意思をいかにいい工事として仕上げて

いくかというのが我々議会の使命だということ。これも委員の皆様同じ認識だというふうに思

います。その中で、もう１つ申し上げたいのは、今回です、この 20 億の提案の中に、防災セン

ターの機能を入れるということを１つ提案がございました。それから解体部分も含めて、それ

に代わる新増築案の新第２庁舎、この案も出ております。これらについて、やはり議会で提案

したことでございますので、この点については、やはり防災センターの機能はどうあるべきか、

あるいは新第２庁舎の機能、役所の機能はどうあるべきかということ、これは決して議会で最

終決定をするということではないと思いますけれども、１つの方向性として、やはりこういう

機能を第２庁舎に入れたらどうでしょうか。あるいは免震改修した本庁舎の方には少なくとも

こういう機能を入れた方がどうなんでしょうかということの方向性をこの特別委員会の方でま

とめることができれば、私はこの特別委員会として、１つの中間報告ができる時期が来るので

はないのかと、そのことによってまた皆さんの御意見を賜りますけれども、そのことによって

今度は、市庁舎整備局と我々特別委員会、あるいは専門家の設計士の方との議論をやっていく

中で、精度を上げていくというのが次のステップになっていくんだろうというふうに、私自身

は考えております。もし私の意見がそうじゃないよ、というような御意見をお持ちの方は挙手

の上、発言をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 委員長の言われることは、それはそれなりで理解できるところもあるんですけ

れども、まずもって、これ今後のスケジュールからすれば、これ委員会の中でやっぱり確認事

項だと思うんです。じゃあ、まずその機能の問題よりもこの 20億の内容をさっき言った第三者

機関というからちょっと語弊があるかもしらんけども、要するに誰かコンサルなりあるいはほ

かの方に委ねていく、これをそれこそ委託をして、その中でしていくんだということをまず確

認をしないと、その確認をするということと、それから、あわせてその機能というものについ

てどうするんだということも踏まえて、この委員会の中で議論するんかな、私はちょっとどう

なのかなということは思うんですけれども、まずこれを初めに決めておかないと、次の議論に

は移れんじゃないかなと思います。上田委員もさっきおっしゃったように、もう山本事務所、

山本氏からの意見なり考え方っていうのはよくわかったわけですから、それを次のステップと

して基本計画で、さっきプロポーザルとかいろんな話がありましたから、その方向に持ってい

くということをここで確認をしていかないと、その確認をしている上で、じゃあ、その機能を

どうするのかと、それを入れる中でそれをその中に入れ込むという話でないと、ちょっと今ど



うもちょっとファジーになっちゃって議論が。そのあたりちょっと整理していただきたいと思

います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、私、ばっかりしゃべっとってもいかんので、御意見ある方、はい、上

紙委員。 

◆上紙光春 委員 先ほど、委員長がおっしゃったことも、これ次の段階になるのか、どういう段

階になるのかは別として、大切なことだろうと思うんですよ。ただ、私は前回も申し上げまし

たように、もう山本先生は必要ないと思いますし、必要だとするんなら前回も申し上げました

が、これは見積もっている、これは入れている、これは入れていないということだけさえ山本

先生に、もうはっきりしていただいたら、あとは、私は専門家じゃないですから、どういうふ

うに表現したらいいかわからんですけれども、基本計画なのか、基本設計なのか、伊藤委員と

は若干ニュアンスが違いますけども、そのときも、前回のときも執行部を含めてやっぱりもう

検討していかなきゃいけないと思います。それから、前の第１回目か２回目も申し上げました

ように、20 億を住民投票、住民投票これも大事なことだと思いますよ。けれども、住民の皆さ

んが投票されて多くの方が支持されたというのは 20 億が、びた一文変わったらだめですよとい

うようなことは絶対ないと思いますよ、市民感情として。ただ、それはあくまでもそういうふ

うに投票いただいたんですから、限りなく尊重はしなきゃならん性格も有していると思うんで

す。そこを、やっぱり上杉委員がおっしゃっていましたように第三者機関って言ったのがいい

のか、プロの設計の方って言った方がいいのか、これはわからんですけども、これ事務局も交

えて我々はどこまで、次の段階には違った特別委員会ができるかもしれません、建設にかかっ

ていきますと。それも未知数ですけども、その辺までを、やっぱりこの会で議論したら、あと

は基本設計みたいなものに委ねると。それで、その中でほぼ 20 億前後でいけますよ。ただし、

ただしですよ。これとこれとは市民のためにとっても将来の市町村のためにとっても改善の余

地があることはこれとこれとありますよと、それは市なり市の当局なり特別委員会で議論して

くださいと、それは前にも申し上げましたように市民の皆さんには、それをかなり変えるとい

うことになれば、約束したことは別として一定のやっぱり理解をいただく手続きが必要でしょ

うかって言うことは、何遍も私は申し上げています。そういうふうな手続きを踏みさえすれば、

もうやっぱり山本先生には、これとこれとは言い足ってないと、仕様書的なことをもう２、３

項目つけますから、それで基本設計でもしてもらったら結構ですからということさえもらった

ら、あとは次のステップに進みましょう。前回も私はその意見を申し上げたつもりですよ。委

員長、それ以上の意見がなかったと言われましたけど、前回私はそれをはっきり申し上げてい

ますよ。以上です。 

◆橋尾泰博 委員長 ありがとうございます。今、上紙委員の方から御意見ございましたけれども、 

先ほども申しましたように、20 億のこの度の提案は条例案のときに出された 20 億の積算根拠

を山本氏に参考人で来ていただいて説明をいただいた。その中で３点セットについてはできる

ということを２度にわたって説明をされた。そして、ただ、出てきた問題点として先ほども言

いましたように設備の問題、それから地質調査の関係によって工事費の概算が変わってくると

いうこと。それから設計監理費、これが変動すると。この３つの数字が変動する要素はありま



すという、この３点も明確にされました。ただ、この３つの点については、先ほど上紙委員が

おっしゃるように、条例案にかけた 20 億が１円でもオーバーしたらだめだということではなく

して、条例案のときに出した根拠としてはそうなんですと。その中で我々特別委員会でいろん

な質疑応答していく中で、いろんな問題点も出てきました。そういうことを、上杉委員が第三

者機関と言われましたけれども、私はもうこの 20億の検証はこれ以上具体的な質疑をやっても、

新たなものが出てくるというふうな認識ではおりません。そういうことでどうなんですか、Ｊ

Ｖっていうんですかね、公募型っていうんですかね、そういう基本設計なり、この数字も概算

の数字があります。それから基本設計の数字があります。それから実施設計の数字があります。

入札をした折の金額があります。これからでも数字は動いてくる。これが現実だというふうに

思います。ですから、この 20億を基本として、その設備の面も含めてやっぱり専門家と市庁舎

整備局でやっぱりこの機能だけはどうしても入れてもらわないといけません、この設備だけは

どうしても入れてもらわないといけません、という中でやっぱり積算を積み上げてもらう、あ

るいは図面を起こしてもらう。やっぱりそういう作業に入らないと次のステップに行けないん

だろうというふうに思います。これが、私は、先ほど言いました思いからすれば、もうこの 20

億の検証が、私はこの２回の参考人質疑で、もう自分自身としてはもう終わったんではないの

かなと、やっぱりその次には防災センターの機能であるとか、それから市の施設配置っていう

んですかね、機能の面を、議論をしてそれが特別委員会として一定の集約ができれば、市サイ

ドの方に議会としてはこういう方向性を取りまとめましたと、より具体的な作業には市庁舎整

備局並びにプロの方に入っていただいて、中身の制度を上げていただきたいと、こういうステ

ップにいくんではないのかなというふうに考えております。はい、湯口委員。 

◆湯口史章 委員 委員長の今の話を聞いておりますと、非常にわかりにくいんですよね。まず１

つは、防災機能で云々であるとか、あるいはどういう課を配置するかなんていうのを、我々が

主体的にやるようなことじゃないですよ、こんなことは。こんなことこそバトンタッチしたあ

とに執行部にお任せをして、１つの案を出していただく中で、我々がよしとするか、どうする

のかという議論をする話であって、この特別委員会が主体的にそんなことをやる話ではないで

すよ。それと、もう１つお聞きしたいのは、山本先生に対する質問をして云々ということにつ

いては、私ももう必要ないと思います。今回、「新」さんの方がいろいろな２回にわたっての議

論の中で、確認をされたり、要は工事の範囲をどういう考え方で、どういう金額でできるかと

いうことを今回２回にわたって、私は確認をしたんだろうと思うんですね。ほとんどの先生の

話を聞けば、あらゆる対応ができるということであったように私は感じたわけですけどね、あ

の金額の中で。それで、そういうことがまず前段として枠組みができたということだろうと思

うんですよ。それで、次の段階に進むに当たって、基本設計であるとか、実施設計に似たよう

な、あるいは基本計画であるとかというような言葉の使い方が非常に交差しておりますので、

改めて確認しますけども、これを踏まえて専門機関に出すという前提として、何をどう出そう

としておられるのか、これは上杉委員にもちょっと確認をしておきたいんです。どういうこと

を言っておられるのか、私は聞いていてよくわからない、改めてどういう方式で出そうとして

おられるのか、何を。 



◆橋尾泰博 委員長 ちょっと待ってください。今、湯口委員の方から、例えば前段で防災センタ

ーこの特別委員会で議論するっていうか、言えばどちらかというと行き過ぎだみたいなちょっ

と発言があったんですけども、私は、防災センターというのも、この 20億の中に防災センター

の機能として 500 平米の増築分を提案をされておる、その中で私が今、市庁舎整備局の方にお

願いしておるのは、新築の計画でも防災センターの機能強化というのが取り上げておられるこ

と、だから鳥取市としての防災センター、あるいは防災の機能の考え方をまず特別委員会に出

していただきたい。それで、今回の 20 億の中にもその防災の機能のことが入っている、やっぱ

りそこの認識をこの特別委員会の中で議論をして、市の方の新築の方の考え方を聞かせていた

だく中で、それだったら今回のこの 20 億の工事の中にもその理念、思想を入れた 20億の工事

にしてほしいということを、私は議論しても決してやぶさかじゃないという思いでおります。

ですから、市庁舎の機能についても鳥取市としては、どいう考え方をしているんですかと、そ

れをまず特別委員会に聞かせてほしいということで、我々が我々なりの意見を言って１つの方

向性が見出せれば、私は今の執行部あるいは市長が言っておられるような基本計画的な合意を

取ることになるんだろうと、そこまでいけば私は市の執行部の方に特別委員会としてはこうい

う方向性を取りまとめたというかたちで意見提出できるんではないか、特別委員会としての、

という思いでおりますから、決して委員会だけで独自に全てを決めていこうなんていう気持ち

は毛頭ございませんので、その点は誤解のないようにお願いします。はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 基本的には基本計画だというふうに私は思っております。ですから、山本事務

所から提案があった面積、単価それから工事内容、それを具体的に精査した中でどこまで取り

入れるか、これを再確認した中で、コンサルになるのか、どこになるのか、その中で、さっき

機能の問題については、やはり市の執行部が入る中で、入った中で、この基本計画は作ってい

くべきだというふうに思っております。それから、工法等々についての細かいさっき、どこま

で範囲というのは、これは 20億の中に何を入れるかということについては、これは山本事務所

からの、それこそ、キャッチボールしながら決めていくと。ですから、基本的には、これ基本

設計ではなくして基本計画というふうに私は考えております。先ほど、機能、それから防災の

内容について、この委員会の中でどこまで、それこそ入り込むかっていうことについては私も

クエスチョンだというふうに言いましたけども、基本的にはやはり執行部サイドでそれは考え

るべき話なのかなというふうに思っております。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。ちょっと待って。湯口委員。 

◆湯口史章 委員 委員長、誤解のないようにしていただきたいんですけど、私の言いたいのは、

防災機能 500 平米という提案をされたわけですよね、議会は、市民に対して。議会としてはこ

れで十分ですよ。または具現化する中で執行部がしっかり検討される中で、我々委員会の方に

もキャッチボールしていただくという、そういう進め方で私はいいのでないかということなん

ですよ。キャッチボールする前段の中で、そこの議論云々ということよりは、むしろボールを

渡したあとに、そのあたりのことは防災機能の点についても、各課をどういうふうに配置して

いかれるのかについても、諸条件の中で検討いただきながら我々に御相談いただくということ

の意味ですので、誤解のないようにお願いしたいということとですね。上杉さんのお考えもよ



くわかりました。今回、いわゆる３点セットに伴う具体的な工事範囲を踏まえて、これから基

本計画に移ったらどうだろうかという御意見だろうと思います。その中で恐らく基本はこれが

ベースになってまいりますから、この中でまず積み上げていくということが出てくるんだろう

と思いますね、基本計画というものを。それで、あわせて、そういった中で、伊藤さんなんか

がよくおっしゃられる市民の声であったり、あるいは我々議会サイドもそうですけども、いろ

いろな積み上げの中で、プラスアルファしていったらどうだというような議論も出てくるんだ

ろうと思います。そこに移行していこうというふうに取らせていただいたらいいということで

すね。はい、はい。はい、わかりました。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、桑田委員。 

◆桑田達也 委員 いろいろニュアンスの違いはあれ、ほとんど委員長も含めて、この本委員会の

方向性っていうのは、もうおおむね決まっているんじゃないかと思いますので、私たちも、山

本氏にお越しいただいて、２度、３度、同じ話を聞くということもしなくてもいいと思います

し、やはり、ことは市民の安全・安心、やはりこの庁舎の耐震化ということですから、やはり

時間的なロスということもやっぱり十分考慮して、次のステップに移るべきだと思うし、また、

伊藤委員おっしゃった、職員のかかわり、それからこの議会の責任という上からも、やはりこ

の専門家にこの山本氏のこの骨格部分明らかになってきているわけですから、１日も早くお願

いをして、積み上げて、そこにこの執行部がかかわるということが議会としてのやはり責任を

果たすということにもなろうかと思いますから、具体的にそのあたりのどういう方にお願いを

していくのか、プロポーザルなのか、私は随契でも十分許される範囲なのかなというふうには

思いますけども、そういったあたりの議論を進めた方がいいんじゃないかというふうに思いま

す。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。今、いろいろ皆さんから御意見を聞かせてい

ただいて、次のステップにという話でございますけれども、どうしましょうか。 

◆上杉栄一 委員 いいですか。 

◆橋尾泰博 委員長 上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 具体的に、じゃどこに委ねるかという議論になるわけでして、プロポーザルみ

たいなかたちの中で、公募してというのも１点ありましょうし、あるいはどこまで随契ができ

るか、例えば県の協会には知見の活用みたいなかたちでさせてもらったんだけども、恐らく県

の協会は以前出している数字が、これがあるわけですから、改めての話は多分ならないだろう

というふうに思います。１つは、例えば大手のコンサル、国内での大手のコンサル何社かある

わけですから、そのあたりのところでお願いをするという手も１点あるのかなというふうに思

います。これを具体的に、ではどこにということになってくるとなかなか難しい問題はもちろ

んあるわけですけれども、我々としてはこの 20 億と３点セット、それから内容についてはもう

すでにもうこれはある程度固まっておりますから、それを３点セットにして出して、それを基

本計画として出させる。だから、１点はプロポーザルで公募するという手もあるかもしれませ

んし、もう１点でしたら具体的な名前を言えということになれば、今まで鳥取市におられた日

本設計、ここがあれは契約以前に本庁舎、市立病院跡地のときの基本計画についてはあそこが



やられたということでここの状況もかなり精通はしておられるわけだし、鳥取、国の大手の中

の１つですから、そのあたりに委ねるという手も１つはあるのかなというふうに思って、これ

はできるとか、できんとかの話ではなくして、その中で基本計画を出してくれということです

から、それはそれとして、それは恐らくやってくれるんじゃないかなというふうに思います。

これはあくまで私の意見です。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。上田委員。 

◆上田孝春 委員 私は、やはりよりいいものをつくっていただくというかたちでこの金額、面積、

それからいろんな条件等々を示して、やはりよりいい計画をしていただくということを求めま

す、追求しますので、そうするということになれば、やはりプロポーザルで公募をして、どこ

かに手を挙げていただいて、そこで決めていただくということが一番公平というか、そういっ

た面ではいいじゃないかなというかたちで、私は公募でプロポーザルで計画、いい提案をして

いただくというかたちでいってはどうかなという思いがしております。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。そのほかありますかいな。はい、伊藤さん。 

◆伊藤幾子 委員 すいません。今、プロポーザルだとか、大手コンサルいろいろ出てきたんです

が、きょうここでそれを結論出されるわけではないですよね、と言うか、ちょっと頭を整理し

たいので休憩もしくは次回にちょっと持ち帰らせてもらいたいなというところが正直なところ

です、この件に関してはね。 

◆橋尾泰博 委員長 先ほども言いましたように、特別委員会で全てを決定できるということでも

ありませんので、特別委員会の合意というかたちで執行部の方が予算権持っています、執行権

持っています。特別委員会としてはこういうかたちで次の基本設計なり、基本計画なりをつく

る作業に入っていただきたいという意見を委員会として取りまとめたということを伝えないと

いかんわけですから、きょう決めるような話でもありません。はい。ただ、その方向性だけは、

今、上杉委員並びに上田委員の方から御意見をいただきました。やはり公平・公正という立場

であれば、公募型のプロポーザルで進んでいってはどうかということの意見だったように思い

ます。これについては各委員の皆さんも異論はなかろうかというふうに思います。はい、島谷

委員。 

◆島谷龍司 委員 ずっとこの議論を聞かせてもらって、すごい疑問に思っている部分があるんで

す。当然、後戻りする話ではないんですけども、一番最初に皆さんで確認した住民投票時の市

民の皆さんに説明できる、何と言いますかね、20 億 8,000 万を説明することができるものを、

まずお示ししなきゃいけないという話、どこにいったんですかね、これ。検討は当然、次の段

階にはいかなきゃいけないと思います。上田委員が言われたようにより良いものを、でもそれ

はあくまで我々が最初にこの委員会の中で確認した 20億 8,000 万、住民投票時こういうもので

したよ、それであとはこういうものがあと必要になります、次にはこういう、伊藤委員が言わ

れたように市民の皆さんからパブリックコメントをいただいてこういうものが要ります、ただ、

それはその 20億 8,000 万以外のものですよということを出すというのが、この委員会だったじ

ゃないんですか。私、そういうふうに理解してずっと聞かせてもらったんですけど、なんかそ

の部分を飛び越して次のもっといいものを、もっといいものを、当然もっといいものは我々だ



ってしたいと思っています。でも、そこで、もしもここで伊藤委員は先ほど 20 億 8,000 万でで

きるのかというのを聞いたことがないとか言われましたけれども、私はたくさん聞いています。

ですから、聞いている上で議会として 20 億 8,000 万出した以上は、それを説明しなきゃいけな

いじゃないですか、一人一人が。それができてないじゃないですか。私は、それはずっと思っ

てこうやってきょうの議論を聞かせてもらったんですけれども、当然、我々こうやって「新」

として出させていただいたのは、その次のステップに入るために、この前回、前々回、山本参

考人からお聞かせいただいたものを、こういうものは入っているんだなということで、それを、

じゃあ第三者にこういうかたちで出したら20億8,000万でできるんですねというのを確認した

いという意味で出そうかという話をしているわけであって、より良いものをというのはそのプ

ロセスをまったく無視して次の段階に行こうというふうに思っているんですけど、どうなんで

すか。 

◆橋尾泰博 委員長 今、島谷委員の方からの御意見をいただきましたけど、私はそのようには受

け取っておりません。今日も何度か申し上げましたけれども、この 20億の質疑応答を山本参考

人２日来ていただいて３点セットについてはできるということをはっきりと明言もされました。

ただ、条件が３つ、不確定要素があるので、これについては今後も数字が動く可能性はありま

すということは質疑応答の中で問題点は明らかになったというふうに思います。私は山本参考

人もプロの建築家でありますし、なら山本参考人が全然こう、間違いの積算根拠を挙げて言っ

てきておられるというふうには理解しておりません。島谷委員の思いもよくわかるんですけれ

ども、そのことを毎特別委員会におっしゃられるという話であるならば、反対に私はこの 20

億でできない根拠をまず示していただきたいと。それから議論をするならするというかたちの

方でないと、なかなかこの距離感というか、お互いの、詰まらんのではないかなという感じが

します。そういうことでいろんな思いはあるんでしょうけども、皆さんの御意見を聞かせてい

ただく中で、委員会の思いとして次のステップにいくためにはこの 20億を１つの基本として公

募型のプロポーザルで検証をしていただく、そのステップに行ってはどうかという先ほどの御

意見があったわけでございます。その点も含めて、確かに説明をしないといかんというふうに

おっしゃいますけども、例えば免震改修はレトロフィッティングでやるということで第１庁舎

の金額としては８億 4,500 万ですか、そういう提示もいただきました。新庁舎、新築の第２庁

舎については８億 7,600 万、これも出ています。それから半地下の駐車場、ふれあい広場、こ

れが２億 7,500 万という数字も出ております。ですから、非常に第１号議案のように、新築の

市役所 72億 1,000 万、こういう提示ではないわけですよね。それで、この数字の中でいろいろ

皆さんの御質問を聞いて、それについて山本さんから一つ一つお答えもいただいている、そう

いう流れの中で、ある程度、工事の工法なりそういうもんもある程度、理解をしていただいて

いるというふうに、私は認識をしておりますが、違いますか。はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 全く違いますね。毎回毎回と言われますけれども、毎回同じことを聞いている

ようなことは１回もないですよ。あくまで参考人にも、具体的に言えば第２庁舎のときでもそ

うだったじゃないですか。免震でまず積算されているのを制震にされているという、その考え

方というかそれが変わっていたり、いろいろ我々が疑問に思っていること、最初のやつが全然



答えがない上に新しい、 

（  ） いや、これに書いてある。 

◆島谷龍司 委員 いやいや、だからそれが、説明がわからないから、そうじゃなくて、根拠、で

きる、できるという言葉はいくらでもできますよ、それは、それ、全然根拠を出してないじゃ

ないですか、具体的な。ですから、我々が今回「新」としてこうやって出させていただいたの

が、そういうことがあるんで、皆が理解できるようにこうやって第三者に出してどうですかと

いうことを我々としては出しているわけで、さっき言ったように、そういうプロセスを飛ばし

てもっと良いものを、それは、あくまでプロセスを踏んだ上で、上田委員が言われたようにプ

ロポーザルでもっと良いものを、それは私たちだってそうやって思います。でも、やっぱり今

回出させていただいたのはその 20 億、これは、一番最初の上田委員もおっしゃられたその 20

億 8,000 万というのを市民の皆さんにお示しするんだと、これは皆が確認したじゃないですか、

それは。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上田委員。 

◆上田孝春 委員 より良いものというのは、金額を上積みしてより良いものを作るという意味じ

ゃないんですよ。20 億という、住民投票に示した 20 億の、示した数字でより良いものをとい

う意味ですから。だから、より良いものをつくるために、住民投票にかけた 20 億上がるという

ふうなそういった市民に対して、間違ったような考え方で僕は言っていませんからね。だから、

20 億に対してより良いもの、20億のもの、同じつくるにしても 20億という住民投票で示して、

住民投票で２号案が決まったわけですから、その中でより良いものをつくるためにプロポーザ

ルをという意味ですからね、誤解のないようにしてください。 

◆橋尾泰博 委員長 島谷委員に申し上げますけれども、今、１つのその新第２庁舎を、例えにし

て御質問されたわけですけれども、先日の山本参考人の説明でもございましたように、今から

建てる工法を決めてしまうと、縛りを入れるということにはかえって問題がありますよと。と

いうのは、先ほども言いましたように、例えば地質調査、１つまだできてないわけですよね。

これは、基本設計に入る段階で地質調査をするというふうに市庁舎整備局も言っております。

その地質調査の具合によって工法が変わるということも考えられます。それと、構造解析をし

ていくということで、例えば本庁舎についても常時微動震動なり、あるいはそういう調査も入

ってくるんでしょう。そういうことも含めて、本庁舎は免震工事をやるということで決まって

いますよね。それで、新第２庁舎も免震工法にするという方法もあるし、耐震という方法もあ

るし、鉄骨という方法もありますよ。それを言われたのは、両方免震工法にすると、渡り廊下

をつないでその揺れが相反する方に揺れたときに問題が起こる。それから、鉄骨をすることに

よってスパンが広くなる。それは、いろんなこれから調査をしていく中で、その条件のもとで

一番いい方法を考えて設計しましょうということですから、こういう話は、今するというか、

今できる話ではなくして、基本設計とか、そういう段階で決めていく話ですから、それを今か

ら免震だったのに、今度は制震工法になっているという、そこを取り上げてああだこうだとい

うことでなしに、やはり１つの工法もいろんな条件の中でベストなものを選択して設計をして

いこうということですから、この点を理解をしてやっていただきたいというふうに思います。



はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 上田委員の話は理解しました。20億8,000万の中で良いやつをプロポーザル、

これは、当然だと思います。これは、理解させていただきました。ただ、委員長がおっしゃっ

ていた、私、そんな堂々めぐりの議論をしようという話じゃないんですよ。だから、さっき言

った一例というのは、我々が聞いていたことに対して、その一番最初の話の聞いた答えがきて

ないから、しっかりと話をできるその第三者機関に出したらどうですかという話でこうやって

「新」として出しているわけですから、堂々めぐりをしているわけじゃないんです。だから、

堂々めぐりじゃないって言っているじゃないですか。おかしいじゃないですか、それ。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上田委員。 

◆上田孝春 委員 島谷委員が市民に対して、約束した 20億というものをやはり説明がつくよう

なかたちでやはり出なかったらというその考え方、その思いは、私はね、この 20億で３点セッ

トをプロポーザルにかけてそれが出てきたときに、これでできますよというかたちで市民に、

私は説明されればいいじゃないかなという、その時点でね。これがプロポーザルにしたって 20

億が上がるものではないわけですので、20 億というものがプロポーザルでかけて、それで出て

きた時点でやはり十分説明する時期があるんじゃないかなというふうに思っております。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、桑田委員。 

◆桑田達也 委員 はい。委員長に対して、私、大変失礼なことを申し上げるかも、ようなことを

言うかもしれませんが、委員長のこの御主張もあろうかと思いますが、委員長と委員とで議論

をしてもこれはちょっとやはりどうなのかなと委員会運営上ですね、私は必要ないのではない

かなと思いますので、いずれにしても、先ほどの上田委員のより良いものをという、その表現

がどういうものなのかということを私たちも理解しないとやっぱりいけないと思うんです。そ

れで、当然、上田委員がおっしゃるように、この 20 億の範囲内で、そして、この市民に納得い

ただけるそういうものをつくり上げていくという、この辺が基本線だと思うんですけども、こ

の委員会をご覧になっている市民の皆さんが、より良いものをというのが先ほど上紙委員がお

っしゃったように、その金額が上がるということではないということを、まず、それは、お互

いの共通理解ですし、ただそのより良いものをというのが、山本氏が参考人で来られた折に、

20 億が決まればそのあとの中身はどういうふうに、この積算の機能面も含めて操作があっても

いいというものではないということが前回の委員会で確認をされて、そして、この２号案に基

づいて、この 20 億の議論をしようと。そして、最終的に委員の共通理解として、その骨格部分

を確認をすれば、先ほどのちょっと議論に戻りますけれども、次のステップに行くべきなんだ

ということで、一応しておるわけですから、もう少し議論の内容を、今、どこに、要はそれを

求めていくのかというところまでようやくたどり着いたわけですから、そこにちょっと議論を

元に戻していただいて、休憩を挟むなら挟んで、そして、できればきょうこの委員会で方向性

だけはやっぱり決めていきたい、伊藤委員には申し訳ないけども、やはりいつまでも先延ばし

にできる話じゃないと思いますから、できればきょうの委員会で方向性だけでも決めていただ

ければと思います。 

◆上田孝春 委員 委員長。 



◆橋尾泰博 委員長 はい、上田委員。 

◆上田孝春 委員 桑田委員に申し上げます。より良いものというのは、やはりプロポーザルに出

してそれぞれの設計業者というか、設計者によってやっぱり提案型のプロポーザルをしていた

だくということになると、それぞれ僕なら僕、島谷さんなら島谷さん、桑田さんなら桑田さん

がそれをするとすれば、うちの設計事務所だったらこうやるという考え方、いろんな考え方が

あると思うんです。ですから、そういった中でより良いものをしていただくという意味で申し

上げておりますので、そこを誤解のないように聞いてください。 

◆橋尾泰博 委員長 はい。各委員からいろいろ積極的な御意見をいただいております。１つの方

向性として、プロポーザルというかたちで進んでいってはどうかという意見がございますけれ

ども、審議も長くなってまいりましたので、少し休憩に入らせていただきます。今が 43 分かな、

ということでございますから４時 15 分まで 30 分間休憩をさせていただきたいと思います。４

時 15分に再開をいたします。 

 

午後午後午後午後３３３３時時時時 43434343 分分分分    休憩休憩休憩休憩    

午後午後午後午後４４４４時時時時 15151515 分分分分    再開再開再開再開 

 

◆橋尾泰博 委員長 失礼をいたします。それでは、特別委員会を再開をいたします。先ほど、休

憩に入りますまでに、今後のステップとして随契でいくのがいいのか、あるいは、公募型で業

務委託するのがいいのかというお話でまだ結論に至っておりません。各委員の方から御意見を

いただいて、意見集約を図ってまいりたいと思います。どなたからでも結構でございます。は

い、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 今後の方向性について上田委員の方からプロポーザル、提案型はどうだろうか

という、そういった提案があったんですけれども、まさにこの第２案については、具体的な提

案があって、それから事業費も決まってあるいは内容も決まった中であるわけですから、改め

てプロポーザルで提案型で業者を選ぶということについては、これ、そぐわないのかなという

ふうに思っているんです。もう、上限の 20億というのははっきり決まっているわけですし、内

容も中身も決まって、あえてこのプロポーザルで提案型にする意味というのが、どこに何があ

るのかなというふうに思うんで、私はこの提案型については、今回の分についてはなじまない

というふうに思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、そのほかありますか。はい、上田委員。 

◆上田孝春 委員 さっき上杉さんが言われたように、金額も決まって中身もある程度決まってい

るんだけど、これだけ議論をした中でやはりそれぞれが皆、思いがあると思うんです。ですか

ら、公平性という立場の中で公平・公正な、市民に対してもこういったかたちで公平・公正な

立場で公募をしたというかたちがとれたら市民にも理解がいただけるんではないかな、納得し

ていただけるんではないかなという思いがしたものですから、提案型でという、公募でという

話をさせていただいたわけでして、これがどういったかたちになるかということはこれから先

も議論をすればいいと思いますけれども、とりあえず私が提案型と、公募型という話をしたの



は、これだけ議論をして市民も非常に関心を持っておる中で、随契云々というよりはむしろ公

平・公正という面において、誰もに納得していただくためにはそれが一番いい方法かなという

思いで公募型で、というかたちでちょっと話をさせていただいたということです。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。そのほかございますか。はい、湯口委員。 

◆湯口史章 委員 上杉委員と同じような意見になるかと思いますけども、確かに３点セットとい

うかたちで１つのプロポーザル的な提案を受けて、我々は住民投票をやったということであり

ますので、これ以上何をプロポーザルで提案を受けるのかという部分もありまして、技術的な

ことは多少あるかもしれませんけどね。免震の工法でも一番安くついて、この建物が稼働し続

けれるような方法があればまたそれはそれとしてということはあるかもしれませんけども、全

体のこう、スキームから言うとやはり一定のそういうような方向が出ていますので、全く新し

い提案を受けるというわけにもまいりませんので、だとすれば、やはりこの鳥取市の現状等々

を一番熟知している、そういうところで、なおかつそれなりの総合設計事務所さんみたいなと

ころで随契ができれば一番いいかなという感じがしますけどね。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 はい。随契かプロポーザルかと言われればプロポーザルがいいと思います。そ

れと、何をさらに提案してもらうのかという御意見もありましたけれども、結局、今の状態で

は市民の声が全く入ってないわけですよね。だから、私の頭では、そのプロポーザルにかける

前にやっぱり市民の声を集めて、それを踏まえた上で提案してもらえばいいんじゃないかなと

思ったんですけど、やっぱり市民の声を入れるというのが、タイミングの問題だというのをこ

れまでの委員会でも何度か言われたことがあるんですけど、タイミングを外せば本当に入らな

いということになると思うので、私は市民の声も踏まえてプロポーザルをすればいいんじゃな

いかなと思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、桑田委員。 

◆桑田達也 委員 今、伊藤委員がプロポーザルを受ける前に市民の声をということはありますけ

ども、これまでの市議会におけるさまざまな事業執行におけるパブリックコメントのかけ方を

見ましても、やはりそういうので提案を受けて、そしてこのパブコメをかけていくという、や

っぱりプロセスは間違いではないと思いますし、そのことを御理解いただきたいなというふう

に思いますが、それと、私は先ほどの委員会の中で、できれば随契というやり方もいいのでは

ないかということを申し上げましたけども、確かにこの公正・公平な立場で、よりいいものを

上田委員、言われるように、このプロポーザルで提案をされるということもそうなのかなと思

いますが、しかしながら、検討会で市民の皆さんにとって最もふさわしい、鳥取市にとって最

もふさわしい提案を山本氏が行われたという過程を考えれば、あえてここでプロポーザルをか

けていくというのは、やはり二重のやはり考え方、議論になってくると思いますし、随契でも

ってその山本氏の 20 億の提案について検証を行っていくということがやはり市民にとっては

一番わかりやすいし、公正・公平ということになるのではないかなというのが私の意見です。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 プロポーザルにかけるということはよりいいものをつくっていく上での１つ



の段階であって、いいものをつくっていくためには市民の声は欠かせない。それで、パブリッ

クというのは確かに大きな事業をするときにはあらかたできてからどうですかと聞くのがこれ

までの通常のやり方だけれども、そういったかたちではいけないということは言ってきたつも

りなんですけどね、そんな１回やそこらかけたっていけんと。やっぱり山本氏が来られて６月

14 日に話をされたときも、どういう段階で入れたらいいんかと聞いたら、やっぱり構想の段階

でだと言われましたので、だから、私はやっぱりプロポーザルに出す前に、ちゃんと市民の声

を聞くような仕組みをつくって、それからかければいいと思うんですよね。それで、新築の基

本計画を市の方が作っておられたときも、やっぱりそれを作るにあたっては声を聞いておられ

たと思うんですよね、説明会を開いたり何やかんやしてね。それが今、全くない中で、という

のはおかしいなと思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、房安委員。 

◆房安 光 副委員長 今の議論は、先にも出ましたけど、それは次の段階なんですよ。この委員

会のまずやらなきゃいけないことは 20億 8,000 万という総額を示して、３点セットですよとい

うことを市民に問うたわけで、ところが検討会でその内容の議論が十分にできていなかったと

いうことで、じゃあ20億8,000万の中身はどうなんですかと。8,000万は設計監理費ですよと、

20 億の中身はこれ、これ、これで平米幾らでという平米単価は示されていますけど、内容が全

く示されておらんわけで、そのために山本参考人にお出でをいただいて、我々がどういう範囲

をお考えなんでしょうかということをお尋ねしたわけですね。それで、段々と中身が出てきた、

相当程度。それでその 20億 8,000 万でそれが果たして可能ですかと。あるいは私もずいぶん聞

きましたけど、技術的なことはどうなんでしょうかと。それで、山本参考人は設計図書も見て

おらん、現場も見ておらんという段階であの 20 億ということを示されたわけでして、それを、

実は地下室、地下の機械室を見たらこうであったと。だから、空調機は外に出さなきゃいけん

よとか、あるいは今風のヒートポンプ式の分散型のエアコンにされたらどうでしょうかという

新しい提案をされてきたわけですよね。その提案に対して、いや、それは余分なことだと、ま

だ後のことなんですよと。最初にお示しになった 20.8 億の中身の検証をして内容を決めて、こ

れだけのもんですよということを市民にわかるように示す必要があるから、ここまで議論して

きているわけで、パブリックコメントあるいはプロポーによってどういう提案が出てくるか、

それちょっとやってみたらどうかというのは次の段階です、当然のことながら。20 億 8,000 万

ではできんけど、パブコメでこういうことが出てきたんで、これはぜひやりたいと、なら、や

りましょうかと。それをすれば 4,000 万余分にかかりますけどやりましょうねという、それは

後の問題なんですよ。20億 8,000 万、中身を決めて、じゃあ本当にこの工期でそういう技術的

なクリアもできて、できるのかということを確認をして市民にお示しをする作業を、どういう

お願いの仕方をしたらいいでしょうかということの議論が今、なされているんだというふうに

私は思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 そこが私の認識と大きくずれているところでね、要はこれ結局検証のためにど

うするかっていう議論ですか、今、その 20 億の。休憩に入る前は、そうでなかったように私は



理解しているんですけど。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。房安委員。 

◆房安 光 副委員長 私と伊藤委員の認識がずれているとか、ずれてないとかというのはどうで

もいいんです、それは最初からずれているんですから。そういうことよりもこの委員会が何の

ためにできているのかと、何をしなきゃいけないのかということを私は申しあげているわけで

ね。それが、今議論になっているほんとにプロポーザルによる方法がいいのか、随契による方

法がいいのかという議論を今しているわけでして、認識のずれを議論しているわけではないん

です。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 だから、何のためにプロポーザルかけるのか、随契を結ぶのかっていうことで

しょ。それが 20億で出来るかどうかということを詳しく調べるために、どっちの方法がいいか

っていうことを議論しているんだっていうことをおっしゃりたいんでしょ。 

◆房安 光 副委員長 それを、中身を市民に示す。内容を市民に示すことがまず必要なので山本

参考人にもおいでいただいたというのは、そういうことですよって言っているわけです。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 だから、それはわかっていますよ、山本氏から説明を２回も受けたわけですか

ら、それはわかります。それで、その随契かプロポーザルかっていうふうに出てきているのは、

先に進むために提案されていることであって、今のを聞いているとその 20億の精査のためにし

か聞こえないんですけど、違いますか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、房安委員。 

◆房安 光 副委員長 ですから、山本参考人においでいただく前に申し上げましたけれども、検

討会の中で 20億 8,000 万の中身の議論が十分にできていないまま、それは合併特例債の期間の

問題があったわけですけども、それを市民に十分にお示しできないまま住民投票が実施された

という経緯があるわけでしてね。だから、その中身を、山本参考人を招致すべきかどうかとい

う議論になったときに、それはぜひともおいでいただかないといけませんよと、その中身をお

尋ねしないといけましんからという経緯があったわけですからね。ですから、こういう内容で

すよということを市民にお示しして、この内容でできるんですよという精査検証もしてね、そ

れでこれでやりましょうかということになって、それで、さらに市民の声を聞いて、それより

もっとこういうものが欲しいとか、あるいはそこはなくてもいいからこっちが欲しいとかとい

うことがその後に出てくるべきであってね、次の段階の議論じゃあないですか、それはって言

っているわけです。まず、最初にこの委員会がしなきゃいけないことをしなきゃいけないとい

うことを申し上げております。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、上田委員。 

◆上田孝春 委員 何かちょっと休憩前とちょっとまた議論が、ちょっと違っているように思うわ

けですけれども、先ほど、房安副委員長が、住民投票にかけるのに 20億を十分精査できてない

まま住民投票にかけたという、このちょっと発言はね、僕はいかがなものかなというふうに思

うわけです。でも、そんなこと言ったら市民に対して大変失礼な話になってくるというふうに、



私は思うわけです。住民投票は、議会全員一致で、これで行くというかたちで十分この比較検

討表をするときにもね、十分議論したわけですわね。そうした末にやはり 20 億と１号議案２号

議案の比較検討表に数字を入れて示したわけですね。検討会では、この数字を入れる問題でも、

入れずにいこうとか、そういったところまで議論があったんですよね。それで、ほんとにそう

いった議論を踏まえた中で、やはり 75億 8,000 万、１号議案の数字、そして２号議案の 20億

8,000 万、この数字を入れていこうというかたちで比較検討表をしっかり作ったわけですね。

これはさっき言ったように、何回も同じことを言いますけども、全会一致で決めた数字なんで

すよ、これは。それで、議会が全会一致で決めた数字を市民に対して示して、住民投票したわ

けですからね、ですから、今ここになってから 20億がその十分議論されてなかった云々という

ことは、私はちょっと今この時点ではもう言うべき問題じゃあないというふうに、私は思って

おります。そういったことを踏まえながら、やはりこの特別委員会が前に進むためには、先ほ

ど休憩前に入ったようなかたちで、やはりこの 20億、工事費 20 億という３点セット、これを

しっかりとできるようなかたちでのやはりその随意契約、その契約の話も出ていたし、プロポ

ーザルという話も出ておるんですけどね、そういったかたちでやはりしっかりと前に進むよう

なかたち、我々は要するに 20億という、何回も言いますけども 20億というものを市民に対し

て示したわけですからね、これでやはり事業をしていくということが基本になっておるわけで

すので、そういったことを踏まえてやはり前に進む話を、私は議論していただきたいなという

ふうに思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。そのほかありますか。はい、房安委員。 

◆房安 光 副委員長 上田委員のおっしゃることもよくわかります。ただ、その 20億 8,000 万

円の内容についてね、検討会で十分な議論がなされていなかったと、それをここで山本参考人

に来てもらって、その中身を聞きましょうよと。出ていたのは、例えば設備の改修には平米当

り何万円、これで済むでしょうと、それで、免震についてもその使いながら出来るんですよと、

機械室なんか 1つもいろう必要がないというふうにおっしゃっていた。ところがそうではなか

ったんですね。現場を見たら、あるいは設計図書を見たらこうであったと、それは構造解析の

結果を待たないとわからないとか、そういうことがいっぱい出てきたわけですよ。だから、そ

れで僕は言っているわけでね、議会が市民に対しての説明責任を十分果たしてないんではない

かと、その中身がわからないというのがやっぱり多くの方々が疑問に思っているわけでして、

それをこの委員会でそれを議論をして、参考人にもおいでいただいてお示しをして、中身を示

す必要がありますよと。そのために議論のたたき台は、住民投票のときに出された情報関連表

なり、そういう山本浩三氏が示した資料なり、そういうものでありますよというのが議論のた

たき台ですと、わざに決めたわけですからね。決めたというのはそういう経緯があるから決め

たわけですから、私はやっぱり休憩前に島谷委員が言いましたけども、やっぱりそこの基本を

忘れてはいけないと思うんですよ。ですから、おっしゃることはよくわかりますけど、それは

次の段階なんで、プロポーであるとか、ああした方がいいこうした方がいいということは、伊

藤委員もいつもおっしゃるように、それは市民のパブコメも入れてやればいいことであって、

まず、最初にしないといけないことをするためにプロポーがいいか、随契がいいかということ



をこの場で今議論しているんじゃないのかなというふうに感じます。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 やっぱり、休憩に入る前の議論と変わっています。おかしい、うん、すごくお

かしい、うん、変わっています、変わっています。だって、休憩に入る前に、島谷委員の方か

らもともとのこの委員会への出発のことを言われたんですけど、私はあれを聞いていて、上杉

委員が言われたことと島谷委員が言われていることはどうも違うんじゃあないかなあと、「新」

としてこれを出されたけれども、どうも２人の言っていることはなんか違っているなと思いな

がら、休憩に入ったんですよね。そしたら、なんか休憩に入って再開してみたら、とにかく 20

億の検証をしないとあかんというようなことで議論が進んでいる、これは絶対おかしいと思い

ます。そこの議論にはなってなかったと思います。その基本計画そういうものをどこかにね、

市も絡ませてどっかの業者っていうか、そういうところに出したらどうかっていうようなこと

で、休憩に入ったと私は理解していたんですけど、違うでしょうか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 議論、休憩前の中で、具体的にプロポーザルか、あるいは随契かという話が出

ておりましたね、それで、プロポーザルの場合は、いわゆる提案型ということであるから、今

まさに３点セット 20 億、それから内容については、もうすでにもう提案をしているわけですか

ら、このプロポーザルについては、じゃあ、何をプロポーザルするんですかということなわけ

なんです。ですから、今後の方向としては、要するに今出ているその３点セットについて、山

本浩三事務所については、もうこれ以上聞くことはないということだから、それに代わる、前

回もありました第三者、その第三者が、いわゆる随契の中でどこになるかということで、プロ

ポーザルということについては、これはなじまないということで冒頭に話したところです。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、桑田委員。 

◆桑田達也 委員 この委員会の議論は変わっていません、休憩前と休憩後と。委員長も冒頭から

プロポーザルなのか、随契なのか、議論をということでスタートしていますからね、なにも変

わっていることじゃないけども、伊藤さんが、そこでパブリックコメントっていうような話が

出てくるからおかしくなっているんですよ。パブリックコメントといったって、今回の住民投

票以前に伊藤さんだって随分多くの市民の方と語らって、今回の２号案のことについても、随

分情報も提供されたでしょうし、それで、そうした、「結」さんもそうです、それで、２号案に

ついてさまざま車にも乗られてマイクもとられて、それで、またこの小単位の会合もとられて、

随分そういうこの市民への周知もしてこられたでしょう、それが１つのやはり市民に対する説

明だったと思うんです、伊藤さんの。それを受けて、住民投票で今回 20 億の決定になったわけ

だから、それについての不十分、不十分という言い方は失礼かもしれないけども、それを今回

私たちはこの特別委員会でもって検証して、そして１日も早くその耐震改修の議論を進めてい

くと、市民の選択をした 20 億の検証をして、すみやかに耐震改修を行っていくというのが私た

ちのいわゆる責任なわけですから、そのあとの具体的な機能面についてのパブリックコメント

は、そのあとの話ですよ。まずは、今、委員長が言われるようにパブリックコメントなのか、

もう山本浩三さんの基本線は出ているわけですから、それを検証するためのその第三者に、専



門家に対して委託をしていくのか、それとも提案の上にさらに提案を重ねていくということを

していくのかという、今、議論になっているわけで、それで、私はその提案の上にプロポーザ

ルってことはあり得ないだろうということで、随契でいけばいいという話をしているわけです。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 御意見いただきましたけど、そうやって説明されても私には本当に議論がすり

かわっちゃったっていうか、休憩後に本当に変わっちゃったなということしか言えません。そ

れで、パブリック、パブリックって言われるけれども、結局その市民の声を入れて必要な見直

しはしますよということで、最終案まとまったわけじゃないですか、これ議会の総意ですよ。

それを含めて確認したわけですからね、それで、そういうことをわざわざ確認したわけなので、

私としては、おきまりのようなパブリックではなくて、本当にどうやったら、そりゃすべては

組み入れることは難しいとは思いますよ。だけど、やっぱりいろんな声挙げてもらって、それ

をどうやって１つでも多く、その現在地の耐震改修案に反映させていくか、それは本当に時間

のかかることなので、その次だ、その次だって言われていたら本当に入れる間がありませんで

したって、言われかねないなと思って言っているんですよ。だから、私がその市民の声を入れ

るとかって言ったことが、なんかおかしい、議論がおかしくなった原因だと言われたけれども、

いや、私はそうは思わないし、それよりかは休憩後にすりかわったということがすごく私にと

っては不満です。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 先ほどから伊藤委員の話で、市民の声を聞いて見直すと、これ当然見直すこと

は必要です。市民が必要な機能、あるいは防災面で、今まで最初に提案していたよりもっと安

全性を含めるために必要な見直し、当然必要です。でも、その言葉の意味として考えてみたら

わかると思うんですが、見直しっていうのは、まず元があって見直すわけですよね。その元が

今の段階で出てない、市民に対して示されてないっていうことがあるんで、今こういう議論が

されてるわけであって、見直しっていうのはあくまでその次の段階、先ほど、房安委員あるい

は桑田委員が言ったように、当然パブリックコメント市民の声を聞く、ただ、その段階として

まずその元になるものからの見直しがあるわけであって、まずその元を今検討しましょうよと

いう話でやってると思うんですけども、ちょっとおかしな話になっていると思うんですが。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上田委員。 

◆上田孝春 委員 はい。休憩後で、このちょっとおかしいっていうか、話がかみ合わんというか、

ちょっと理解ができんというのは、20億の検証だという、その言葉の意味ですが。最初、上杉

委員が休憩前のときの議論の中で、検証という問題は 20億というものはもう決まっておるんだ

と、それを基本にして比較表も出ているわけだから、それに沿ったやっぱりものをしてもらう

んだという考え方なら若干は理解がつくんですよ。だけど今、房安委員が言ったり、島谷委員

が言われるようにね、20億を検証するんだというかたちになると、なんか言葉の受けとめ方っ

ていうか、そのお互いのその共通の認識をしていかないといけんのは、そこだと思うんですが。

20 億を検証するそれができるかできんか検証するというふうなことに、受けとめられるわけで

すが。ですけど、20億というものは山本さんは２回も参考人招致をしていろいろと議論をして



きた経過があるわけですから、ある程度 20 億で３点セットができるという１つの考え方を示し

てもらったわけですからね。だから、最初の休憩前に入るときのこの委員会が始まる冒頭に、

上杉委員が言ったように、20 億を３点セットでこうしたかたちでできるという、そこの基本的

なもので、その業務委託っていうか、していくんだという考え方ならわかるけど、なんかその

20 億を検証する云々という言葉が最初に出てくるから、その辺で受けとめ方がちょっとあるん

じゃないかなというふうに、私自身もありますし。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 はい。上田委員の検証っていう言葉にちょっと引っかかるという話があったん

ですけど、私は検証っていう言葉にこだわるわけじゃないんですけども、最初に、休憩前に言

ったように、市民に対して説明できるその 20 億 8,000 万だったら 8,000 万で、こういうものを

提案しましたよと、住民投票時点でね、それをまずお示しするために今回のこういうことを出

したらどうですかという話で、「新」としては出していると。ですから、検証ではなくて、さっ

き言ったように 20億 8,000 万、設計料も含めて 20 億 8,000 万というのを、金額として全会一

致で、出しているわけですから、その具体的な内容を、じゃ皆さんにこういうものでしたよっ

ていうことをお知らせしようということで、今回出したらどうですかという提案を、「新」とし

て出しているというふうに、私は理解しているんですけども。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 上田委員が言われたように、20 億それから３点セットその中身については、

もう２回参考人を招致をして、理解をしているというふうに思っております。まさにこの 20

億、参考人もどこの設計事務所に出してもこれは 20億で絶対できますよっていう話であるわけ

ですから、ですからこの３点セットについて、いわゆる業務委託ですわね、検証っていうかた

ちが非常になんかちょっと不信感を持っての話だろうというふうに思っておりますけれども、

できるという前提の中でこれを業務委託をして第三者にそういうことを委ねるというかたちの

もので、私はいいというふうに思っております。ただ、それがプロポーザルではやはりどうも

この分は、そぐわないんではないかということなんです。はい。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 だから、その３点セットについての業務委託っていうことは、要は 20 億の検

証になるわけでしょう。違うんですか、そのようにしかとれないんですけど、私。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 本来なら提案者が、具体的なそれこそ内容まで提示をして、積み上げた数字で、

これでできますよというところの、ところまで上げるのが本意でありましょうけれども、やは

り議会の中でのいろんな議論があって、公平・公正、検討会のときにもありました、要するに、

じゃあ、どこに委ねるのかと、その出た 20 億 8,000 万円を検討会の時点で、それを良とするか

ということになるとそれはできないと。ですから、第三者に、どこかに委ねようということで

委ねたわけです。本来ならば、山本事務所から具体的な数字も全部積み上げたかたちで 20 億

8,000 万円というのが出たかもしれないけども、じゃあ、それでいいのかということになると、

この委員会の中では、それは、それでは、そういうかたちでは駄目ですよということが必ずこ



れ出てくると思う。ですから、その 20億 8,000 万円、それから３点セット、その内容について、

これを要するに第三者の業務委託をして、そこで積み上げていただくということなんです。だ

から、検証と言われれば検証かもしらんけれども、具体的に言うと、それの積み上げたものを

出していただきたいということなんです。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、湯口委員。 

◆湯口史章 委員 同じような議論になるかと思いますけども、いずれにしても、今回２回にわた

って山本先生の方から説明を聞いたわけですよ。それで、それのやはり一番大きな部分で言い

ますと、やはり今回先生が示された 20億 8,000 万の、いわゆる枠組みの内容について説明をい

ただきたかったというのが一番大きなことだったんだろうと思うんです。確かにその単価の部

分においては、いろいろ皆さん御意見あります。それで、これはいずれにしても、我々しょせ

んは素人ですので、金額が高いのか、安いのかというのは、なかなか判断しえない部分でしょ

う。それで、そこの部分においては最終的な、具体的に進める上でそういった第三者機関の方

へお願いをして、20 億 8,000 万なる考え方の下に立って、積み上げてもらい、１つのかたちづ

けをしていただくということでそれを持ってして、執行部の方にバトンタッチしたいなという

のが私の気持ちでして、そこで、その基本計画になんですか、何になんですかと聞いたのは、

その 20 億 8,000 万なるものの、いわゆる基本的な考え方を、要するにベースにしてかたちづけ

ていただくと、それは予算も含めてと、ここについては、やはり第三者の方の方がより公平性

も担保できるだろうと。当然その提案者というのは、そういう自信があって、そういう提案を

しておられるわけですから、ここに来てできませんなんていうことはないわけでして、そこの

部分をしっかりと確認を取るというか、意味も含めてですけども、今回の２回にわたって枠組

み、そして、最終的には第三者の方で、そこの部分を積み上げていただいて、一定のかたちを

示していただくということで、私はいいんだろうと思うんですね。その上で言えば、いわゆる

オーソドックスな基本設計を、例えば新築移転のときのように提案型で、こうプロポーザルで

やる云々というようなことではなくして、むしろ随契のようなかたちでやられた方が、もう中

身についてもかなり枠組みが決まっていますので、全く違った提案を受けるわけにもいかんわ

けですし、そういう意味で、随契でそういう作業はやっていただいたらいいんじゃないかと。  

それで、最終的に執行部に渡した時点で、基本になるようなものをきちっとまた積み上げてや

られるでしょうし、あるいはそこで当然、伊藤さんが再三言われるような市民の声を聞くよう

なシステムをどんなふうに組み入れるか、これはもうパブリックコメントだけでなくて、私は

いいと思いますよ。時間が許せば、ワークショップのようなものも作って、そういう中身を再

度詰めていく。そういう作業も１つの方法でしょうし、それで、それはいずれにしても、そこ

の段階から始めていくということでいいのではないかと私は思うんですけどね。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。上田委員。 

◆上田孝春 委員 さっき湯口委員の方から 20億という、こういったものについて新たなものが

出てくるわけじゃないという１つの話もあったわけですけど、僕は老婆心と言ったらおかしい

けれども、今さらそんなことをまた言わんでもいいわというふうに思うかもしりませんけど、

僕は、検討会だったのかな、検討会でなしに代表者会だったのか、このときに 20 億の検証とい



う話があって、一応これ、第三者機関に検証をお願いしようというかたちで業務委託をやった

わけですよね、業務委託を。それで、やったところが契約内容とは全く違う別のものが出てき

たという経緯があるから、そういったものが出てくるようなことでは駄目だということをあえ

て私は申し上げたいというふうに思うわけです。あのときは、20 億を検証すると言いながら、

もう新たなものが出てきたというかたちで、そういった経過があるから、そういったことが再

びあるようなことがあってはこれは駄目だしね、住民投票にかけたものですからね。やっぱり

そのことをちょっと申し上げておきたいなというふうに。だから、湯口さんが新たなものが出

てくるわけじゃないと、住民投票にかけたもので 20 億というものでこうしたんだから、第三者

機関にかけても新たなものが出てくるわけじゃないというふうに言われたから、それである程

度納得するんだけど、やっぱり今、過去の経緯の中で、20億を、繰り返し言いませんけれども、

20 億を検証するというふうなかたちでいって、37億なんぼという新たなものが出てきた経過が

ありますから、そういったものがあってはならんということだけを申し上げておきたいという

ふうに思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、湯口委員。 

◆湯口史章 委員 上田委員、私は鳥取県の建築事務所協会の名誉のために改めて言わせていただ

きますけど、何もあれは契約違反でも何でもなかったわけですよ。監査請求もされて結果も出

た。異議申し立てがあれば１カ月以内にされればいいわけで、この公なところで、そういう発

言は、私は謹んでいただきたいですよ。検証論だったのか、実現可能だったのかということは、

これは別として、それは失礼ですよ。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございました。はい、桑田委員。 

◆桑田達也 委員 今の上田委員の発言については、検討会においてはやはり今回、特別委員会で

２回参考人招致をして、ここまで骨格の部分を積み上げてきましたけども、その検討会の中で

はそれがやはり前に進まなかった、双方にそれは新築論、それから耐震改修論、双方のやはり

議論がかみ合わない中で建築士事務所協会もなかなかそこまでの検証をすることができなかっ

たというのが事実なわけだと思います。ですから、今回ここまで時間を、この特別委員会も第

８回です。山本氏からの意見聴取、参考人の意見もお伺いをしてようやく第三者へのこの業務

委託というところまで進みましたから、しかしながら、その山本氏の骨格がわかった以上は、

第三者の業務委託をして、それで、その環境が違いますから、検討会と今回業務委託をする環

境が全く違いますから、そこで出てきた内容については、私たち委員全員がしっかりと納得を

していく、そこをお互い確認をしておかないといけないというふうには思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 はい。今、桑田委員が申し上げたのと同じ考えです。前回の検討会のときには、

まさに１枚のペーパーで協会がそれを積み上げた数字であったわけですけども、今回の場合は

かなり、いわゆる仕様書なるものについては、かなり細かいところまで出ているわけですから、

これで業務委託ということになったときに、数字が、これが変わる話には私はならんというふ

うに思っていますし、これは特別委員会の中でも、これはもう一応、確認事項でありますので、

それで出てきた数字が、いわゆる事業費がどんと変わるということは、私は考えられないとい



うふうに思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。今、それぞれの委員の皆さんから御意見をい

ただきました。その中で、まだ発言のない、今は随契にするのがいいのか、プロポーザル契約

にするのがいいのかということで、今５人の委員の方からは意思表示をいただいたわけですけ

れども、あとの方で、上紙氏はどうお考えでしょうか。 

◆上紙光春 委員 はい。だいたい皆さんから意見が出ておりますので、あえて申しあげなくても

いいと思いますけども、私もやっぱり取り方によっては正しいかもしれませんけども、今回の

ケースはプロポーザルというのはなじまないと思っていますよ。すでに山本先生ね、２回来て

いただいたということだけでなしに、結構仕様書的なものを総括的な枠組みはがっちり示して

いただいていると思っているんですが。それで、これに基づいてやっぱりプロポーザルで、じ

ゃあ、またプロポーザルにしたらね、免震というのが耐震になったらおかしいじゃないかとい

うような議論を呼ぶようにもなりますしね、やっぱり中をつつくということですわ、20 億をベ

ースにしても。そうでなしに、山本先生が結構積んでくださっているものを基本ベースに、先

ほども申し上げましたような、若干それは逆算であわせるということでない以上、変わってく

ることも可能性としてはあると思います、大変わりしちゃだめだと思いますけど。そういう中

でやっぱり信頼のおけるそれこそ、言葉は語弊があるかもしらんですけども、日本でも信頼感

のある、高いやっぱり相当なレベルの設計会社にでも出して、20 億で、言葉は適当でないです

けど、20億のベースにした基本計画的なものを作っていただけばいいと思いますよ、私は。そ

うしないと、前回紙が１枚だった２枚だったというようなことを、またこの検討委員会でつい

ついその過去の経緯の議論を振り返らなければこの議論もできないかもわからんですけども、

それもわかるんですけど、次に、委員長、進みましょう。それで、進むためには随契でやっぱ

り皆がそれを出した以上、随契というのは執行部がこのケースが随契でいけるかいけんか、税

法上の問題があるとかね、本市の契約条項がありますから、それに照らし合わせて、これは適

当でないということであればまた別ですけども、私はそうは、だからこのケースは随契でいけ

ると感じておりますしね、わかりませんけど。そういうことでやっぱり 20億をベースにした基

本計画的な、基本計画というのが正しくどういう定義になるかわかりませんけども、基本計画

的な枠組みの中でがっちり組み上げていただくと。その組み上げた中を、さらにこの検討委員

会になるのか、新しい建設委員会になるのかは別として、伊藤委員が言っておられるようなこ

とを大いに検討して、次のステップを踏むと。とりあえずはやっぱり 20億をベースにしたやっ

ぱりできるのなら随意契約で早く、早くですよ、進むべきだというふうに、私はこういうふう

に考えます。以上です。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。島谷委員のお考えをお聞かせください。 

◆島谷龍司 委員 はい。結論から言います。私は随意契約が適当だと。当然、理由といたしまし

ては、委員長は何回も言うなというふうに言われておりますが、私はあくまで市民の皆さんに

説明提示するべきは、一番最初に提案したものが、それを説明できるものを出していただく。

これは随契でなければできないんじゃないかなと。確かに、プロポーザルというのは上田委員

が言ったように 20億の中で、いろんないいところを持ってくるということはあるかも知れませ



んが、まず最初にやるべきことは、住民投票時に住民に示したものを、説明できるものを出し

ていただくと。原理原則これだというふうに私は思っております。以上です。 

◆橋尾泰博 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 その住民投票の時に、市民に示したものを説明できるものをということで、そ

れでいけば、なんかわざわざお金を出して随契にしろ、プロポーザルにしろ、それをやる必要

があるんだろうかというのが大きな疑問です。それで、先に進むために、上紙委員言われまし

た 20億をベースに基本計画的なものを作ってもらったらどうかという、そういうことで考えれ

ば、私、プロポーザルになると思うんですよ。上紙委員は随契と言われたけどね、私はこうい

う視点から言えばプロポーザルになると思うし、そういう基本計画的なものとなれば、当然、

先に進む話なので、公募だなと思います。だけど、今やっぱり繰り返しいろいろ聞いていても、

どうも 20億の検証にしか聞こえないので、それでいけばどっちのやり方にしても税金を使って

やる必要はないと私は思います。 

◆上紙光春 委員 委員長。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上紙委員。 

◆上紙光春 委員 伊藤委員さん、島谷委員さんが言われたらまたその言葉尻を拾ってという議論

は、島谷委員も我々と同じ気持ちだと思いますよ。検証という言葉が適当かどうかは別として、

だから私が申し上げているのは、そういう、それを検証して正しかったか、正しくなかったと

いうようなことを島谷委員さんおっしゃっているんじゃないと思いますよ。そうでなしに、や

っぱり 20億をベースにした市民にまずプロポーザルで出して大体、再々申し上げておりますよ

うに、20 億が１円も違わないようにということは誰がしても不可能ですから、若干前後しまし

ても、そうでしたと、これできますと。じゃあ、市民の皆さん、このままで建築にかかってい

いでしょうかというふうなことを、それから先に伊藤委員がおっしゃるようなことをするのな

ら、これは正しいと思いますよ。まず住民投票という重大な行為があったわけですから、それ

がもう全く市民の意見ですから、あれが。けれども、もう３万人も考えなきゃいけませんけど、

そういう意味から含めて、一応、皆さんの意見も一緒だと思うんですけども、20 億というもの

をベースした基本計画的なものを固めて枠組みをしていただくと、それについてこの委員会に

なるかどうか、議論して、これ以上市民に喜んでもらうためにはどうしたらいいかというよう

なことは、市ともかんで、今度は本格的にその議論にかかればいいと思いますよ。この特別委

員会になるのか、今度は建築推進委員会になるのかは別としてですよ、だけど、その１ステッ

プを踏まんと次に伊藤委員さん、進めんじゃないでしょうかな。島谷委員さん、私は委員長じ

ゃないけど、同じ気持ちでしょう。違うかな。以上です。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。はい、島谷委員。 

◆島谷龍司 委員 はい。上紙委員さんからいろいろ、何と言いますか、振られましたけれども、

当然私も次のステップに進みたいというふうに思って、こうやって提案と言いますか、お話さ

せていただいております。ですから、もう今回こうやって皆さんにお示しするためのものを出

せば、それから次のステップにいけるわけですから、私は上紙委員さんあるいは桑田委員、房

安委員、ずっと言っておるように、これを次のステップのための、何と言いますか、提案とい



うことで「新」として出させていただいたということでございます。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。房安委員。 

◆房安 光 副委員長 すでに申し上げたと思いますけれども、 

◆橋尾泰博 委員長 そうですか。 

◆房安 光 副委員長 はい。上杉委員さん、その他おっしゃられているのと全く同じでございま

して、やっぱりもうすでに「結」さんなり、あるいはその元の山本事務所さんなりからいろん

な提案を出していただいておりますので、それを要するに、20 億 8,000 万ポッキリと言って市

民に示して、市民の方がそれを選択された。中身はこうでしたんですよという検証と言うか、

確認と言うかという言葉が出ていましたけど、言葉的にはどっちでもいいんですけども、中身

の確認が必ず必要だということで、これはプロポーじゃなくて、やはり随契でやっていただき

たいというふうに思っております。それで、さらにその中で、どなたがそれを受けられるかは

わかりませんけれども、山本事務所さんよりはもう当然格上のところにお願いをしないといけ

ませんし、その中で疑問点があれば山本さんなり、あるいは必要であれば執行部なりとやり取

りをしていただいて、内容をきちっと決めていただければというふうに思っております。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。各委員の皆さんからいろんな意見を賜わりま

して、今、随意契約で進めていくべきという委員のお考えの方が６名。それから公募型のプロ

ポーザルで、次のステップに行くべきではないかという委員の方が２名ということでございま

す。委員の、私は公募型の、僕もえらい執行部に対して申しわけないんですが、公募型のプロ

ポーザルということになれば、プロポーザルの契約の仕方もいろいろあると思うんですけども、

今回こうして山本参考人に来ていただいて、２日間質疑応答をやったわけですけれども、この

現在の状況の中で、公募型プロポーザルということを実施した場合に、どういう公募型のプロ

ポーザルというものが現実的なんでしょうか、ちょっとそこを確認をさせてください。これは

前田専門監になるのかな。はい、局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 はい、よろしいですか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 公募型プロポーザルというのは、いわゆる提案型でございますので、

アイデアなり、その内容についての提案が主になってきますので、今、この特別委員会の中で

議論されている内容というのは、第２号案ですか、第２号案に対する内容についての積算、そ

れについてをどうなのかということで議論されています。そういったものをプロポーザルで公

募するということになってきますと、検証方法、例えば、言い方はあれですけども、検証方法

についてどういうやり方がいいのかというような提案をいただくということでありまして、そ

の事業の中身を新たに提案してくださいということになってくると、今言われている、おっし

ゃっている内容とはちょっと違った意味になってくるんではないかということで考えておりま

す。 

◆橋尾泰博 委員長 ありがとうございます。私が聞きたかったのは、例えば 20億なら 20億の工

事の概算額が出ている、その公募型で１つのこの面積だとか、単価だとか、金額だとか、出て

いますよね。その中で 20億というものが積算をされておって、その 20億の概算額で、公募型



でプロポーザルをかけてという方法であれば、言えば山本さんが考えておられる部分とまた別

の企業の方が申し込まれてもできるような気がするんだけど、そんなのは関係ないのかな、僕

はちょっとそこら辺がよくわからない。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 はい。公募する場合には、先ほど言いました額については約 20億、

それから面積、建物の規模、こういったものだけで、あとの内容も具体的に、例えば免震工法

にするとか、そういった中身を公募でするというのが普通なんですよね。ただ、今回について

は、そういったものは全て提案されてある原案でございますので、それをさらに公募というか

たちになってみても、もう限られたものですから、縛られているものですから、公募して、じ

ゃあ、変わったものが出てくるかといっても全て同じ条件です、ということになってしまうと

思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、ありがとうございます。それで、随意契約というお考えの委員さんが

多いんですけども、随意契約を進めていく場合に、例えば、どの設計になるのかな、設計会社

なのかな、ゼネコンなのかな。そこら辺の随意契約を進めていく上でのリストアップとか、ど

れくらいの期間で準備ができるものか、執行部の方として、どれくらいの時間等があれば絞り

込めるんでしょうか。それと、予算も発生してきますので。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 はい。先ほど、議員さんの中からも随意契約する場合には、どういっ

たレベルのところ等あるかと、それは結果、契約したところと出てきた内容について責任もっ

て提案して、提案と言うか、積算していただくわけですから、それはどなたが思ってみても、

納得できるというようなレベルのところじゃないと、まずはいけないと思うんですよね。そう

いった中で、今までの経験の中で、どういった業者の方がいいのか、設計のコンサルになるの

かというところが候補として挙がってくると思うんですけども、どこということはちょっとま

だ限定は、今の段階ではできませんけども。はい。 

◆橋尾泰博 委員長 それはわかります。わかりますけども、どれくらいの期間とか、言えば予算

が絡んできますから、また財政の方に予算を組んでもらわないといけないし、当然議会で議決

もせないかん話になってくるでしょうから、そういうことも含めて、どれくらいの期間等があ

れば、実現可能なことになっていくのか。なら、これは宿題にしましょうか。はい。というの

は委員の皆さんの御意見を聞かせていただいていて、山本参考人を２度この特別委員会に来て

いただいて、説明も聞きました。そして、委員の皆さんから多岐にわたる質問もしていただい

た。その中でやはりこの免震工事、新第２庁舎、半地下駐車場、ふれあい広場、これに対する

認識というか、工法というか、そういうものは、大体各委員の方にも認識をしていただいた。

その中である程度の骨格がわかってきておるんだから、言えば予算が絡んでくる話だから、そ

こまで必要ないじゃないか、中には、何ですか、基本設計ですか、そういうかたちの議論を進

めていく中で、数字がきちっと固まってくるんではないかというような方の御意見もありまし

たし、やはりきちっとしたかたちで、なんですか、この 20 億の検証という言葉はどうもこの委

員会では使ったらいけんような雰囲気になってきておりますけども、その積算の数字、これを

明らかにして、そして次のステップの、言えば設備の関係の部分ですね、これをプラスしてい

ったらどうかというような意見もあるわけでして、どういう、はい、桑田委員。 



◆桑田達也 委員 まず、随契の意見が多いということを委員長の方からまとめていただいたわけ

ですけども、こういう検証という言葉、適当かどうか、にあたって、検証にあたって、この随

契ということがまず認められるのかどうなのかという、そのあたりのお考えをお聞かせいただ

きたいし、それから、局長の方から先ほど、誰でも納得をいただけるというようなところに業

務委託をするというお話があったわけですけども、宿題と言っても、委員長、どこでもいいと

いう話にもならんでしょうから、例えば、先ほど休憩前に上杉委員から、日本設計なら日本設

計というのも出ていましたけども、例えば日本設計だとどうだろうかと、受けてもらえるかど

うなのかということもありますし、次の委員会でそのあたりをお示しいただければどうなのか

なというふうに思いますけども、どうでしょうか。 

◆橋尾泰博 委員長 今からあんまり具体的な名前はどうかと思いますけれども、そういうことも

含めて実際どこが受けていただけるのか、どれくらいの期間がいるのか、どれだけの予算がい

るのか、やっぱりそういうことも含めて、次回の特別委員会に報告をしていただきたいという

ふうに思います。はい。 

○羽場恭一 総務部長 今のお話をすべて執行部の方で受けろというお話でございましょうか。私

どもは議会の方でやっていただけるのかなというふうに理解をしておったんですけども、その

あたりの考え方は他の委員さんはどんな感じで思っておられるのか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、わかりました、ありがとうございます。今、総務部長の方から、これ

は議会の方で予算を組んでいただいて、処理をしていただきたいということの提案であったわ

けですけど、これについて、はい、上杉委員。 

◆上杉栄一 委員 前回の検討会のときにも、知見の活用については、議会事務局を通じて協会の

方に打診をしたような、確か経過があっというふうに思いますので、これ、議会事務局の方か

ら、もちろん執行部にもちょっと相談はもちろんあるんだけども、窓口を議会事務局から、そ

れは検討していくということだろうと思います。はい。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 議会がそこまでやらんといかんのかということに、私はこだわるんですけども、

宿題になっていますよね、前段に聞いた団体意思の件ね。これの答えが出ん限りは、ちょっと

私これについての、どうだ、ああだというちょっと結論出すつもりはありませんので、やっぱ

りその見解を聞いてから私は、次言いたいと思います。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、羽場部長。 

○羽場恭一 総務部長 はい。冒頭の伊藤議員さんからの御質問で、議決がそのまま自治体の意思

になるというような逐条解説ということでございましたけども、条例を制定いたしまして、そ

の議決という、条例の議決については自治体の意思になるとは思いますけども、住民投票の結

果、それがそのまま逐条解説が、そのまま適用になるというもんではないというふうにも、私

ども考えておるところでございます。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 この話を今やってもいいんですか。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、どうぞ。 



◆伊藤幾子 委員 いいですか。条例を、住民投票条例案を作りましが、議会で、それに基づいて、

それは具体的には２号議案を議会で作ったわけですけど、それを議決をして、議決したのはあ

れですよ、条例案ですよ、ね、それに基づいて住民投票したわけですよね。だから、条例案は

議会で議決したわけだから、そのことによって１号議案であろうが、２号議案であろうが、地

方公共団体の団体意思になるというのはそれはいいでしょう。 

◆橋尾泰博 委員長 部長。 

○羽場恭一 総務部長 はい。すいません。条文のとおりでございまして、１号議案、２号議案ど

ちらになってもそれは尊重するということでうたってありますので、市長の方も尊重するとい

うことで、今に至っているものというふうに考えております。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 すいません。尊重するというのは住民投票条例の中のことを言っておられるん

ですよね。 

○羽場恭一 総務部長 １号案だろうが２号案だろが、出た結果については尊重する。 

◆伊藤幾子 委員 出た結果については尊重するんだけど、条例案で、この２号議案が条例案の１

つとして出ましたよね、現在地の耐震改修案ね。これも議決をしたわけなので、議会で、だか

らこの現在地案についても市の団体意思になるんじゃないかということを、私は言っているん

ですけども。１号議案と一緒に。 

◆橋尾泰博 委員長 今の問題ね、こうやり取りやっとっても、執行部の方もきちっと整理ができ

てないんで、それも含めて、次回の特別委員会に提案、きちっとした回答をしてください。そ

れでよろしいかな、伊藤委員さん。 

◆伊藤幾子 委員 はい。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、そういうことでお願いをいたします。 

◆上紙光春 委員 その前に。 

◆橋尾泰博 委員長 はい、上紙委員。 

◆上紙光春 委員 部長さん、わかる、理屈は。議会のこれ特別委員会調査業務だから、議会で予

算をという気持ちもよくわかる。だけど、そんな格好つけはどうでもいいから、やっぱり整備

局や部長のところで捉まえていただいて、本格的検討、議会事務局でなんで検討できます。そ

れはキャッチボールすりゃあいいし、協議をしていただければいいですけどね、そんなに形式

にこだわることはないじゃないかな。きょうはいいから、返事は。私はそう思いますよ、何で

それにこだわるか。本来議会というのは契約できんと思います、ふさわしくないと思いますよ。

議会事務局が契約行為というのは、とかね、私はそう思う、ふさわしくないと思っていますよ。

そういう感じを受ける、答弁いいですから。 

◆橋尾泰博 委員長 今、上紙委員の発言があったですけども、きょうは羽場部長も、市庁舎整備

局長も出席をしていただいております。今、上紙委員が、その議会の立場のお話もされました。

確かに双方に言い分はあろうかと思います。ただ、市民の皆さんの思いからすれば、住民投票

という形で現在の現庁舎を耐震改修をして、一部増築案というものを住民投票で市民の皆さん

が選択をされたということであるならば、やはり市サイドがやっぱり執行権とか、予算権持っ



ているわけですよ、ということであるならば、市民の皆さんは、当然意思表示をしたんだと、

だから、その耐震改修及び増築案で事業を進めてもらえるものというふうに捉えておるわけ。

市の方も当然取り組んでいかれるわけですけども、やはり議会にも、ある程度行える限界もあ

るわけです。実際は、議決権はあっても予算権はありませんので、やっぱりそういうことも含

めて、今、上紙氏が言われたのは、もっと積極的に市長並びに市庁舎整備局も、もっと前向き

にこの問題に対処をして欲しいという思いの言葉だというふうに思います。この点は、今議論

しておるところですから、それについて今すぐ解答をくださいということではありませんけれ

ども、そのこともよく頭に入れておいてください。これは委員長として申し上げておきます。

それでは長時間にわたりまして、御意見もいただきました。きょうの結論といたしましては、

この 20 億の積み上げですね、次のステップに入るためには、随意契約で中身を明らかにしてま

いる、そして次のステップに入っていこうという合意はいただいたというふうに思っておりま

す。それでよろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。それでは次回は、それと

きょうですね、レジュメの５番目に防災センターの機能等についてということを上げておりま

した。皆様方の御手元にも資料をお配りしておりますね、新庁舎建設基本計画案と。その計画

案の中に約３ページだったでしょうか、鳥取市の考え方を、掲載をいたしております。次回に

お目通しをいただいて、防災センターの機能等について議論をしてまいりたいと思いますし、

それからもう１点、次回は新第２庁舎増築するわけですけれども、こちらの耐震改修をした本

庁舎、それから新第２庁舎、そこにおける市役所の機能配置ですね、これも鳥取市としての考

え方をこの特別委員会にお示しをいただきたいというふうに思います。ですから、次回の特別

委員会、先ほど言いました宿題の点の回答、それから防災センターの機能、きょう書類をいた

だきましたけど、それは各委員でお目通しをいただいて、御意見を持ってきていただきたいと

思いますし、その市役所機能の問題については、次回の特別委員会の方で、総務部並びに市庁

舎整備局でよくお話し合いをしていただいて、特別委員会の方に御提示をいただきたい。そし

て委員の皆さんからまた御意見をいただきたいと、こういうようなかたちで進めさせていただ

きたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。きょうの特別委員会、そういう

まとめにさせていただきたいと思いますけど、よろしゅうございますか。よろしいですか。は

い。それでは、えらい長時間になりましたけれども、本日の特別委員会を終わらせていただき

ます。長時間お疲れ様でございました。 
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